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第１章 総論 

１ 計画策定の趣旨 

  令和 5年 9月 8日に発生した大雨により、床上浸水 849件、床下浸水 1,120

件（令和 6 年 1 月 1 日現在）等の未曽有の被害を受け、平成以降 5 回の大雨

（台風含む。）による被害を受けている。 

また、文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会は、平成 26 年に、 

今後 30 年間にマグニチュード 7 クラスの直下型地震が、本市を含む南関東に 

おいて、70％の確率で発生すると発表するとともに、令和２年には、確率論的

地震動予測を拡充し、250ｍメッシュごとに「地震ハザードカルテ 2020 年版」

を公表した。これによると本市内では、今後 30 年間に震度 6 弱以上の激しい

揺れに見舞われる確率は、市役所周辺で 74.2％、市内の高いところでは約 90％

などとなっている。 

 さらに、近年の地球温暖化に伴う気候変動により、台風の大型化、集中豪雨

や突風被害の多発など、多岐にわたる災害に向けた防災・減災対策が急務とな

っている。本市においても、平成２年に前線を伴い発達した低気圧の通過によ

り、竜巻が発生し、死者 1名及び全壊 82戸などの被害を受けている。 

 一方、国において、平成 25年 12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図

るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」が公布、施行され、平成 26

年 6 月に同法に基づく「国土強靭化基本計画」が閣議決定され、平成 30 年に

変更されるとともに「国土強靭化年次計画」が毎年定められている。これらの

法・計画では、市町村は国土の強靭化を推進する責務を有しており、その責務

を達成するための計画として、国土強靭化地域計画を策定することが求められ

ている。 

 これらの状況を踏まえ、本市においても、事前に防災及び減災に係る施策を

進め、大規模自然災害が発生しても機能不全に陥らない、迅速な復旧・復興が

可能な茂原市をめざし、「すべての市民が住んで良かったと思えるまち茂原」

の構築に向けた「国土強靭化」を推進するため、「茂原市国土強靭化地域計画」

を策定するものである。 

 

２ 本市の地域特性 

 (1) 自然特性 

  ア 位置・面積 

    本市は、首都圏郊外部 50～70km圏域に位置し、千葉県のほぼ中央にあ

り、面積は 99.92㎢で、東西 11.7km、南北 13.1kmにおよんでいる。 

  イ 地形 

        地質は、市の中心部から東部にかけて約2/3が沖積層で、約6000年前頃      
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の縄文時代には海岸ないしは浅海底となっていた。標高は、南東部の低地

でおよそ海抜8～9ｍ、市街地で11ｍ前後であり、西部の大部分が20～100

ｍ（最高点117.7ｍ）前後で、西高東低となっている。 

また、西部の台地は樹枝状に浸食谷が入り込んでおり、純然たる山地は

少なくなっている。 

市内を流れる二級河川としては、一宮川及び一宮川の支流豊田川、阿久 

川、鶴枝川、また南白亀川及び南白亀川の支流である赤目川があり、これ

らは西部の台地を源とし、九十九里海岸に向かって貫流している。 

ウ 気象 

過去30年間(1991年～2020年)の年平均気温の平年値は15.7℃で温暖で

ある。最高気温39.9℃(2013/8/11)、最低気温－7.8℃（1984/2/8）である。 

過去30年間(1991年～2020年)の年降水量の平年値は1683.6㎜である。 

夏から秋にかけて雨量が多く日降水量が100㎜を越える日数の平年値は

1.4日である。日降水量の最大値は391.0mm(2023/9/8)である。 

 

 (2) 社会・経済特性 

  ア 人口 

本市の人口は、令和７年４月１日現在で85,614人、42,275世帯で、その

うち、65歳以上の人口は29,729人（34.7％）となっている。また、令和２

年国勢調査によると昼間人口は82,590人、夜間人口は86,782人であり、昼

夜間の人口比率は、95.2％である。 

本市は千葉市に隣接し、首都圏の郊外部に位置するという立地条件に

恵まれていることから、昭和30年代以降一貫して人口増加を続けたが、我

が国社会の少子高齢化の流れを受け、本市の人口も、平成14年をピークと

し減少に転じている。その一方で、世帯数は増加傾向にあり、世帯規模は

急速に小さくなっている状況である。  

  イ 産業・経済 

(ｱ) 商業 

国道などの幹線道路沿いに多くの大型店が出店している一方、中心

市街地等において店舗の減少や空洞化が進んでいる。 

(ｲ) 工業 

市内北西部に茂原工業団地及び茂原にいはる工業団地があるほか、

ジェネリック医薬品工場などの企業の立地が進んでいる一方、産業構

造の変化や大手企業の海外シフト等による関連企業への発注量の減少

等もあり、地域経済の基盤である地元事業の縮小や廃業、雇用の減少

が懸念されている。 
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(ｳ) 農業 

本市の農業は、農林業センサスによる平成22年から令和２年（最新調

査）までの推移をみると、令和２年における総農家数は928戸となってお

り、平成22年と比較すると443戸が減少している状況である。これは、農

業従事者の高齢化や担い手不足による農業離れと都市化の傾向による

ものである。なお、従事形態は第二種兼業農家が大半を占めている。 

  ウ 交通 

 (ｱ) 道路 

     本市の道路骨格は、国道128号、主要地方道茂原大多喜線が南北軸と

なっており、国道409号（房総横断道路）、主要地方道五井本納線、        

主要地方道茂原白子線、主要地方道千葉茂原線、主要地方道茂原長生線、

主要地方道市原茂原線が東西軸となっている。高規格幹線道路として

は、市の西部を南北に縦貫する首都圏中央連絡自動車道（圏央道）          

があり、南部を東西に横断する茂原一宮道路（長生グリーンライン）に

ついては、整備が進められている。 

(ｲ) 鉄道 

          市内を走るJR外房線があり、市内に３つの駅（茂原駅、新茂原駅、 

本納駅）がある。 
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３ 計画の位置づけ 

  国の国土強靭化地域計画策定ガイドラインによれば、市が策定する国土強

靭化地域計画は、国土強靭化における市の様々な分野の計画・取組の指針と

なるべきものとされている。なお、本計画は、上位に位置する国の「国土強靭

化基本計画」や「千葉県国土強靭化地域計画」と調和を図りつつ、茂原市総合

計画で示されている都市将来像や取組みと整合を図りながら、策定する。 

 

本計画の位置づけ（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ●  ●  ● 

 

 

 

 

 

４ 計画の構成 

  本計画は、「基本計画編」及び「アクションプラン編」の２編で構成するも

のとし、主な内容は次のとおりとする。 

  

基本計画編 

○計画の基本的な考え方 

○脆弱性の分析・評価とリスクシナリオへの対応方策 

○対応方策の重点化 等 

アクション 

プラン編 

○計画事業と数値目標 等 

※  茂原市総合計画と整合を図るため、アクションプラン編の計画期間

は令和８年度から令和 11年３月 31日までの３か年とする。 

 

国土強靭化基本計画（国）／千葉県国土強靭化地域計画 

茂原市国土強靭化地域計画 
茂 

原 

市 

総 

合 

計 
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茂
原
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地
域
防
災
計
画 

茂
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市
○
○
計
画 
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調和 

国土強靭化の 

観点からの指針 

マ
ス
タ
ー
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ラ
ン 

茂
原
市
都
市
計
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５ 地域防災計画との差異 

  地域防災計画では、地震や風水害などの個別の災害やリスクごとに計画を

策定するが、国土強靭化地域計画では、様々な災害やあらゆるリスクを見据え

た計画とする。 

 また、地域防災計画では、主として発災時・発災後において実施すべき取組

を対象とするが、国土強靭化地域計画では、発災前（平常時）に実施すべき取

組を整理・具現化する。 

 さらに、国土強靭化地域計画では、リスクシナリオ（起きてはならない最悪

の事態）を踏まえ、それが回避できなかった場合の影響の程度、施策の重要性、

緊急度等を考慮して、対応方策の重点化を行う。 

 

６ 策定の基本的な進め方 

国の計画策定ガイドラインに基づき、次のプロセスにより計画を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  計画策定後は、数値目標等の設定により事業の進捗管理を行い、定

期的な見直しを行うとともに、社会状況の変化等に応じて必要な見直

しを行う。 

  

ＳＴＥＰ1 強靭化する上での目標の明確化 

ＳＴＥＰ2 リスクシナリオ(最悪の事態)及び強靭化施策分野の設定 

ＳＴＥＰ3 脆弱性の分析・評価 

ＳＴＥＰ4 リスクシナリオへの対応方策の検討 

ＳＴＥＰ5 対応方策の重点化 
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７ 強靭化する上での目標の明確化 （ＳＴＥＰ１） 

本市では、国の国土強靭化基本計画を踏襲することとし、強靭化を推進す 

る上での「基本目標」と基本目標をより具現化した「事前に備えるべき目標」

を次のとおり設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本目標】 

 いかなる大規模自然災害が発生しようとも、 

Ⅰ 人命の保護が最大限図られること 

Ⅱ 市及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

Ⅲ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

Ⅳ 迅速な復旧復興 

【事前に備えるべき目標】 

1 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

2 大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われ 

 る 

3 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

4 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する 

5 大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーンを含 

 む。）を機能不全に陥らせない 

6 大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電 

 気、ガス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、 

 これらの早期復旧を図る 

7 制御不能な二次災害を発生させない 

8 大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回 

 復できる条件を整備する 
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第２章 リスクシナリオ等の設定と脆弱性の分析・評価 

     脆弱性の分析・評価は、強靭化の推進を図る上で必要な事項を明らか

にするために行うものであり、リスクシナリオ（起きてはならない最悪

の事態）を想定した上で、強靭化施策分野を設定し、総合的かつ客観的

に行っている。 

 

１ リスクシナリオ及び強靭化施策分野の設定 （ＳＴＥＰ２） 

 (1) リスクシナリオの設定 

   本計画では、大規模自然災害を想定し、リスクシナリオの設定を行う。 

   国の 45のリスクシナリオに基づき、地理的・地形的な地域特性等を踏ま  

え、本市で発生する恐れがない 7つのリスクシナリオを除外するとともに、

一部のリスクの統合を図り、37 のリスクシナリオを別表（次ページ）のと

おり設定する。 

   なお、本市が主体となった取組がない場合でも、国、県、地域住民、民間 

事業者等の取組が必要な場合には、リスクシナリオとして設定している。 

国のリスクシナリオから除外した項目 

○  「多数かつ長期にわたる孤立地域等の同時発生」 

○  「被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社

会の混乱」 

○  「首都圏等での中央官庁機能の機能不全」 

○  「テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達で

きない事態」 

○  「海上輸送の機能の停止による海外貿易への甚大な影響」 

○  「複数空港の同時被災による国際航空輸送への甚大な影響」 

○  「海上・臨海部の広域複合災害の発生」 

(2) 強靭化施策分野の設定 

   国の基本計画で設定された個別施策分野を参考として、本市においては、

リスクシナリオを回避するために必要な施策を念頭に置くとともに、茂原

市総合計画との整合性を考慮して、次のとおり①から⑥までの６つの強靭

化施策分野を設定している。 

 

強靭化施策分野 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 教育文化 

② 健康福祉 

③ 都市環境 

④ 産業振興 

⑤ 協同推進 

⑥ 安全安心 
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 （別表）茂原市におけるリスクシナリオ  

事前に備えるべき目標 茂原市のリスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態） 備考 

1 大規模自然災害が発生し

たときでも人命の保護が

最大限図られる 

1－1 建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊による死傷者の発生  

1－2 建物・交通施設等の火災による死傷者の発生  

1－3 大規模津波等による多数の死者の発生  

1－4 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生  

1－5 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度にわた

り脆弱性が高まる事態 

 

1－6 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生  

2 大規模自然災害発生直

後から救助・救急、医療

活動等が迅速に行われ

る 

2－1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止  

2－2 自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足  

2－3 救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶  

2－4 想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への食料・飲料水等の供給不足  

2－5 医療施設の被災・絶対的不足、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺  

2－6 被災地における熱中症・疫病・感染症等の大規模発生  

3 大規模自然災害発生直

後から必要不可欠な行政

機能は確保する 

3－1 市の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下  

4 大規模自然災害発生直

後から必要不可欠な情報

通信機能は確保する 

4－1 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止  

4－2 郵便事業の長期停止による種々の重要な郵便物が送達できない事態  

5 大規模自然災害発生後

であっても、経済活動（サ

プライチェーンを含む。）

を機能不全に陥らせない 

5－1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下  

5－2 社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止  

5－3 重要な産業施設の損壊、火災、爆発等  

5－4 基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止  

5－5 食料等の安定供給の停滞  

5－6 金融サービス等の機能停止により商取引に甚大な影響が発生する事態  

6 大規模自然災害発生後

であっても、生活・経済活

動に必要最低限の電気、

ガス、上下水道、燃料、

交通ネットワーク等を確

保するとともに、これらの

早期復旧を図る 

6－1 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・ＬＰガ

スサプライチェーン等の機能停止 

 

6－2 上水道等の長期間にわたる供給停止  

6－3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止  

 6－4 地域交通ネットワークが分断する事態  

6－5 異常渇水等による用水の供給の途絶  

7 制御不能な二次災害を発

生させない 

7－1 地震に伴う市街地での大規模火災の発生  

7－2 沿線・沿道の建物崩壊による直接的な被害及び交通麻痺  

7－3 ため池、防災施設、天然ダム、排水ポンプ等の損壊・機能不全による二次災

害の発生 

 

7－4 有害物質の大規模拡散・流出  

7－5 農地・森林等の荒廃による被害の拡大  

7－6 風評被害等による経済等への甚大な影響  

8 大規模自然災害発生後

であっても、地域社会・経

済が迅速に再建・回復で

きる条件を整備する 

8－1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる

事態 

 

8－2 復旧・復興を担う人材等(専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通した

技術者等）の不足により、復旧・復興が大幅に遅れる事態 

 

8－3 地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れる事

態 

 

8－4 緊急輸送道路等の基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる事

態 

 

8－5 広域地盤沈下等で広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興が

大幅に遅れる事態 
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２ 脆弱性の分析・評価 （ＳＴＥＰ３） 

 (1) 手順 

         脆弱性の分析・評価については、前項で設定したリスクシナリオごとに次の

手順で実施する。 

脆弱性の分析・評価の手順 

 

 

 

 

 

 

 (2) リスクシナリオごとの脆弱性の分析・評価の結果 

   別記 「脆弱性の分析・評価の結果」 

 

 (3) 結果を踏まえた脆弱性の分析・評価のポイント 

ア 地域の特性を踏まえた対策が必要  

    平成以降 5回の大雨（台風含む。）による浸水被害を受けている。いず

れの水害も県が管理している二級河川である一宮川等の越水に大きく起

因しているため、このような地域の特性を踏まえたリスクシナリオを想

定し、対策を検討する必要がある。 

  イ 効果的なハード対策及びソフト対策が必要 

    ハード対策では、県が市内二級河川の一宮川等の河道改修、調節池の整

備を行い、市は準用河川梅田川、乗川の改修及び内水対策を行う。 

また、ソフト対策では、市民が危険な状態を的確に認識し、行動できる

ように、防災意識を高揚させるとともに、確実に市民に防災情報を伝達で

きる対策が必要である。 

ウ 国、県等との連携 

  本市のみならず、より広域的な取組が必要な場合、国や県、関係市町村、

民間事業者及び地域住民等と、必要に応じて連携を取りつつ、各種対策を

推進する。 

  

① リスクシナリオが発生する主な要因を分析 

② リスクシナリオを回避するために「必要な取組」を分析 

③ リスクシナリオに関連する「現在の取組」を把握 

④ 「必要な取組」と「現在の取組」を比較して脆弱性を分析・評価 
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第３章 リスクシナリオへの対応方策 （ＳＴＥＰ４） 

 前章の脆弱性の分析・評価の結果を踏まえ、国や県の対応方策との関連性を考

慮し、リスクシナリオを回避するための施策を検討し、対応方策として整理する。 

 

１ 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

 

1－1）建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊による死傷者の発生  

（地震対策の推進） 

  国や県の地震被害想定調査の結果を踏まえ、建物耐震化等の被害軽減施

策を推進するとともに、市民の防災意識の高揚を図るため、茂原市地震防災

マップにより、各地域における建物被害や液状化危険度、各家庭における地

震への備え等について市民に分かりやすく伝える。 

（公共建築物の耐震化等） 

  各施設において、引き続き機能保全を図ることを目的とし、計画的に建替

えや修繕を行うとともに、施設の利用計画に応じた耐震化を図る。 

（市の防災拠点の耐震化等） 

  庁舎の計画的な修繕を行う。 

（民間建築物の耐震化） 

  茂原市耐震改修促進計画に基づき、民間住宅及び民間特定建築物（多数の

者が利用する一定規模以上の建築物等）の耐震化率を向上させる。 

（宅地耐震化の推進） 

  大規模地震時に被害が生じる恐れのある大規模盛土造成地の安全性を把

握するとともに、適切な情報提供により、市民の防災意識の高揚を図る。 

（密集市街地の整備） 

密集市街地については、住宅の耐震化や狭あい道路拡幅整備の促進を図

る。 

また、土地区画整理事業については、狭あい道路に接する密集家屋の移転

を推進し、都市計画道路や区画道路及び公共下水道施設等の都市基盤整備を

実施する。 

（幹線道路の整備） 

避難経路や物資輸送路の確保、道路遮断等の回避のために、幹線道路の整

備を進める。 

（広域避難場所等の整備・周知） 

  広域避難場所や指定緊急避難場所の情報について、引き続き、市公式ウェ

ブサイトや広報誌等により、あらゆる啓発の機会を通じて周知を図る。 

（地域における災害対応力の向上） 



11 

 

  地域防災訓練や出前講座等を通じて、引き続き、自主防災組織の結成を促

進するとともに、初期消火活動を含め継続的な訓練実施のための啓発や支

援を行う。 

  また、市内在住外国人に対する防災に関する情報提供に努める。 

（避難行動要支援者の支援体制の強化） 

  福祉避難所の指定を推進するとともに、避難行動要支援者のための避難

環境の整備を図る。 

また、避難行動要支援者名簿の地域への提供率を向上させ、逐次名簿情報

の更新に努めるとともに、自治会や自主防災会に働きかけ、地域の協力体制

を確立する。 

（家具転倒防止対策の強化） 

  高齢者・重度障害者世帯を重点に、各家庭において、家具や大型家電製品

等の金具による固定、寝ている人を直撃したり、入り口をふさがないような

家具等の配置、子供部屋の家具等の撤去、できるだけ背の低い家具等の選定

について、市公式ウェブサイトや広報誌等により重点的に啓発を行う。 

（二次被害の防止） 

  本市職員だけでは対応が困難となるような大規模震災発生後において、

被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定が、迅速かつ円滑に実

施されるように、県、近隣の市町村及び民間の建築士等との連携を強化する。 

 

1－2）建物・交通施設等の火災による死傷者の発生  

（民間建築物等の防火体制の整備） 

  重大な消防法令違反対象物に対する重大違反是正率及び違反対象物に対

する是正率を向上させる。 

また、震災時等において大規模火災の可能性がある市内の密集市街地に対

し、火災の発生を防止する感震ブレーカーの普及促進を図るとともに、火災

を早期発見する住宅用火災警報器や初期消火に必要な消火器等の設置率を

向上させる。  

（公共建築物の耐震化等） 

  各施設において、引き続き機能保全を図ることを目的とし、計画的に建替

えや修繕を行うとともに、施設の利用計画に応じた耐震化を図る。 

【1－1 再掲】 

（幹線道路の整備） 

  延焼遮断帯や避難経路、物資輸送のための経路を確保するため、幹線道路

の整備を進める。【1－1 再掲】 

（常備消防の強化） 
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  市民の高齢化及び単身者の増加、火気使用設備及び器具の普及等による

消防需要増大に対応するため、消防活動体制の強化を図る。 

（消防団の強化） 

  災害時における消防団の消防力や活動などを強化するため、消防団機庫、

小型動力ポンプ付積載車、消防用資器材、携帯用無線機等の整備を図る。 

（消防水利の整備） 

  被害が大きいと予想される地域について、消防水利の整備を進めていく。 

（地域における災害対応力の向上） 

  地域防災訓練や出前講座等を通じて、引き続き、自主防災組織の結成を促

進するとともに、初期消火活動を含め継続的な訓練実施のための啓発や支

援を行う。 

また、市内在住外国人に対する防災に関する情報提供に努める。 

【1－1 再掲】 

（延焼遮断のための緑地の確保） 

  身近な緑を増やし、緑の機能や大切さについて住民の理解を深め、民有地

緑化を推進するとともに、緑地について質の向上を図る。 

 

1－3）大規模津波等による多数の死者の発生  

（津波被害の発生予防） 

  津波浸水想定区域である清水地区を重点に、津波発生時の情報伝達体制

を確立するとともに、地域防災訓練や出前講座を活用して、「茂原市津波避

難計画」の説明会を実施し、避難経路や指定緊急避難場所等について周知徹底する。 

  また、大網白里市、白子町、長生村及び一宮町の沿岸市町村と日頃から連携を図

り、津波に関する情報の共有及び避難者の受入れに関する要領の具体化を図る。 

（行政による情報処理・発信体制の整備） 

  情報分析や外部情報収集機能などを強化した先進的なシステムの導入を

目指す。 

また、市からの災害情報発信については、防災行政無線だけでなく、防災

行政無線テレホンサービス、もばら安全・安心メール及びＬアラート等のあ

らゆる通信手段を活用するとともに、時代に適合した伝達手段により個人に

確実に情報を伝達できるように整備する。 

さらに、メールやＳＮＳ等による通信手段をできるだけ活用するため、指

定避難所となる小・中学校にＷｉ-Ｆｉを整備する。 

（地域における災害対応力の向上） 

  地域防災訓練や出前講座等を通じて、引き続き、自主防災組織の結成を促

進するとともに、初期消火活動を含め継続的な訓練実施のための啓発や支
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援を行う。 

また、市内在住外国人に対する防災に関する情報提供に努める。 

【1－1 再掲】 

 

1－4）異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水による死傷者の発 

生  

（浸水対策の推進） 

  平成以降 5回の大雨（台風含む。）による浸水被害を受けている。いずれ

の水害も二級河川である一宮川等の越水及び内水の氾濫等に起因している

ため、ハード対策では、市内二級河川の一宮川等の河道改修、調節池の整備

を促進するとともに、準用河川梅田川、乗川の改修及び内水氾濫箇所におけ

る排水施設整備等を推進する。 

また、ハード対策と併せて、流域内のため池、水田などの流出抑制対策を

推進する。 

ソフト対策では、過去の被害状況を逐次反映した洪水ハザードマップを作

成し、市民が水害警戒区域を明確に認識できるようにする。 

 

1－5）大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度に 

わたり脆弱性が高まる事態  

（土砂災害の発生予防） 

  市民の生命を保護するため、急傾斜地崩壊危険区域に指定された箇所に

ついて急傾斜地崩落対策事業の推進を図る。 

（土砂災害に関する意識啓発） 

  基礎調査結果の公表による土砂災害の恐れのある区域の周知に努めると

ともに、土砂災害警戒区域等の指定を推進し、警戒避難体制の充実を図る。 

  土砂災害警戒区域等の住民が、あらゆる情報収集手段を活用し、土砂災害

や避難所に関する情報をいち早く入手できるように、啓発活動を行う。 

（宅地耐震化の推進） 

  大規模地震時に被害が生じる恐れのある大規模盛土造成地の安全性を把

握するとともに、適切な情報提供により、市民の防災意識の高揚を図る。 

【1－1 再掲】 

（富士山噴火による降灰対策） 

  富士山噴火に伴う火山灰による被害を軽減する対策を検討する。 

 

1－6）情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生  

（行政による情報処理・発信体制の整備） 
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  情報分析や外部情報収集機能などを強化した先進的なシステムの導入を

目指す。 

また、市からの災害情報発信については、防災行政無線だけでなく、防災

行政無線テレホンサービス、もばら安全・安心メール及びＬアラート等のあ

らゆる通信手段を活用するとともに、時代に適合した伝達手段により個人に

確実に情報を伝達できるように整備する。 

さらに、メールやＳＮＳ等による通信手段をできるだけ活用するため、指

定避難所となる小・中学校にＷｉ-Ｆｉを整備する。【1－3 再掲】 

（避難行動要支援者の支援体制の強化） 

  福祉避難所の指定を推進するとともに、避難行動要支援者のための避難

環境の整備を図る。 

また、避難行動要支援者名簿の地域への提供率を向上させ、逐次名簿情報

の更新に努めるとともに、自治会や自主防災会に働きかけ、地域の協力体制

を確立する。【1－1 再掲】 

 

２ 大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる 

 

2－1）被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止  

（被災地における物資の確保） 

  災害のあらゆる分野における協定の締結を推進し、大規模災害時におけ

る物資調達等の実効性を確保するとともに、3日間必要となる最低限の物資

を保持し、円滑に物資を供給できる体制を整備する。 

  また、消毒液等の衛生用品やダンボールベッド等についても計画的に備

蓄を行う。 

（応急給水体制の整備） 

  災害時の飲料水や生活用水を確保するため、市内に 11か所ある飲料水兼

用耐震性貯水槽の機能を確保できるように定期的に保守を行うとともに、

長生郡市広域市町村圏組合水道部と連携して、災害時の応急給水活動を迅

速かつ的確に行えるように、体制を構築するなど応急給水体制の整備を推

進する。 

（広域災害物資供給拠点の整備） 

  市内にある民間企業の倉庫を使用できるように協定締結を推進している

が、使用地積の確保が不確定であり、今後は廃校となる小・中学校の校舎の

利用についても検討する。 

（緊急輸送道路の確保） 

  改修等を要する緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して、その必要性
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2－2）自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足  

（救急医療関係者の災害対応力の向上） 

  救急救命士を計画的に養成するとともに、気管挿管等の高度な処置が実

施できるように能力を向上させる。 

（人的支援の受入れ体制の整備） 

  受援力の向上を図るため、災害時受援計画について、策定・見直しを行い、

必要に応じて訓練・研修等を実施するとともに、他の自治体や関係機関等と 

の連携を強化する。 

（常備消防の強化） 

  市民の高齢化及び単身者の増加、火気使用設備及び器具の普及等による

消防需要増大に対応するため、消防活動体制の強化を図る。【1－2再掲】 

（消防団の強化） 

 災害時における消防団の消防力や活動などを強化するため、消防団機庫、

小型動力ポンプ付積載車、消防用資器材、携帯用無線機等の整備を図る。 

【1－2 再掲】 

（消防水利の整備） 

  被害が大きいとされている地域について、消防水利の整備を進めていく。 

【1－2 再掲】 

 

について周知啓発を行い、助成制度の利用促進を図る。 

  また、災害時において、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急復旧活動

のために重要となる緊急輸送道路等の無電柱化を推進する。 

（幹線道路の整備） 

  避難経路や物資輸送路の確保、道路遮断等の回避のために、幹線道路の整

備を進める。【1－1 再掲】 

（橋梁の耐震化・架替) 

  災害など緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、橋梁の補

強や架替を実施する。 

（道路インフラ施設の老朽化対策） 

  災害など緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、道路イン

フラ施設の老朽化対策を行う。 

（水道施設の耐震化・更新） 

  大規模災害時においても必要最低限の水の供給が可能となるように、配

水管等についての耐震化を図るとともに、水道施設の更新及び災害時の飲

料水確保について促進する。 
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2－3）救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶  

（消防署等における非常用発電設備等の確保） 

  消防署等の建替え事業を計画的に推進するとともに、消防活動拠点とな

る消防署及び分署の機能を 72時間以上確保できるように、非常用電源設備

を設置する。 

（災害時の石油燃料等の確保） 

  災害時に迅速かつ円滑に、石油、ＬＰガス等の燃料の供給協力が得られる

ように、協定の実効性の強化を図るとともに、新たな協定締結について検討

する。 

（医療施設における非常用電源の確保） 

  医療施設において、非常用発電機の整備や自立・分散型エネルギーの導入

等による非常時にも活用できる電源（常用非常用併用電源）の確保を促進す

る。 

 

2－4）想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への食料・飲料水等の供給不足  

（帰宅困難者に向けた支援設備の整備） 

  市内で帰宅困難者の発生が多く予想される駅周辺を優先に、一時滞在施

設の指定及び備蓄品の整備を推進していくとともに、市外から市内の高等

学校へ通学している生徒へ対応できるように、備蓄品の整備を充実する。 

 

2－5）医療施設の被災・絶対的不足、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺  

（救急医療関係者の災害対応力の向上） 

  救急救命士を計画的に養成するとともに、気管挿管等の高度な処置が実

施できるように能力を向上させる。 

【2－2 再掲】 

（幹線道路の整備） 

  避難経路や物資輸送路の確保、道路遮断等の回避のために、幹線道路の整

備を進める。【1－1 再掲】 

（橋梁の耐震化・架替) 

  災害など緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、橋梁の補

強や架替を実施する。【2－1 再掲】 

（道路インフラ施設の老朽化対策） 

  災害など緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、道路イン

フラ施設の老朽化対策を行う。【2－1 再掲】 

（人的支援の受入れ体制の整備） 
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  受援力の向上を図るため、災害時受援計画について、策定・見直しを行い、

必要に応じて訓練・研修等を実施するとともに、他の自治体や関係機関等と 

の連携を強化する。【2－2 再掲】 

 

2－6）被災地における熱中症・疫病・感染症等の大規模発生  

（避難所での熱中症対策） 

  避難所となる施設の空調機を計画的に整備する。 

（避難所での衛生管理） 

  隔離するためのパーティション等や衛生用品を計画的に整備する。 

（し尿処理体制の構築） 

  指定避難所への災害用トイレの備蓄を今後も継続して実施するととも

に、協定により備蓄数の拡充を図る。 

（災害廃棄物処理体制の構築) 

  長生郡市広域市町村圏組合の災害廃棄物処理計画について、国等の計画

に合わせて、逐次改正する。 

（救急医療関係者の災害対応力の向上） 

  救急救命士を計画的に養成するとともに、気管挿管等の高度な処置が実

施できるように能力を向上させる。【2－2 再掲】 

 

３ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

 

3－1）市の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下  

（業務継続体制の構築） 

  計画の実効性を高めるため、必要に応じて見直しを行うとともに、訓練・

研修等を実施し、職員に計画の習熟を図るほか、被災時における移動に自転

車等を活用し、業務の継続性を高める。 

（市の防災拠点の耐震化等） 

 庁舎の計画的な修繕を行う。【1－1 再掲】 

（行政による情報処理・発信体制の整備） 

  情報分析や外部情報収集機能などを強化した先進的なシステムの導入を

目指す。 

また、市からの災害情報発信については、防災行政無線だけでなく、防災

行政無線テレホンサービス、もばら安全・安心メール及びＬアラート等のあ

らゆる通信手段を活用するとともに、時代に適合した伝達手段により個人に

確実に情報を伝達できるように整備する。 

さらに、メールやＳＮＳ等による通信手段をできるだけ活用するため、指
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定避難所となる小・中学校にＷｉ-Ｆｉを整備する。【1－3 再掲】 

（総合防災訓練の実施） 

  地域防災訓練や図上訓練を継続的に実施し、自衛隊、警察、消防等防災関

係機関と連携して、実効的な防災体制を強化するとともに、幅広い人たちの

防災意識の高揚及び災害対応力の向上を図る。 

 

４ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する 

 

4－1）電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止  

（情報通信手段の確保） 

  衛星携帯電話や簡易無線機の配備を充実するとともに、停電と輻輳に強

い特設公衆電話を配備する。 

（防災拠点施設における非常用電源の確保） 

  防災拠点施設において、非常用発電機の整備や自立・分散型のエネルギー

の導入等による非常時にも活用できる電源（常用非常用併用電源）の確保を

検討する。 

（災害時の石油燃料等の確保） 

  災害時に迅速かつ円滑に、石油、ＬＰガス等の燃料の供給協力が得られる

ように、協定の実効性の強化を図るとともに、新たな協定締結について検討

する。【2－3 再掲】 

 

4－2）郵便事業の長期停止による種々の重要な郵便物が送達できない事態  

（郵便局の耐震化及び事業継続体制の構築） 

  直営郵便局施設の耐震診断及び同診断に基づく耐震化を進めるととも

に、日本郵便（株）において、事業継続計画の見直しを行う。 

 

５ 大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーンを含む。）

を機能不全に陥らせない 

 

5－1）サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下  

（市場機能の強化） 

  大規模災害時に市場機能が混乱すれば、市民生活への影響も大きいこと

から、老朽化の著しい施設の修繕を優先的に実施する。【2－1 再掲】 

（幹線道路の整備） 

避難経路や物資輸送路の確保、道路遮断等の回避のために、幹線道路の整

備を進める。【1－1 再掲】 
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（民間企業におけるＢＣＰの策定促進） 

  民間企業において、災害時に一定の事業活動が継続的に実施できるよう

に事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し、災害時において一定の事業活動が継続

的に実施できる体制づくりを支援する。 

 

5－2）社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止  

（輸送手段の多様化） 

  国土強靭化を目的とした輸送手段の燃料多様化に対する費用補助につい

て、国や県の動向を注視し、今後の体制を検討していく。 

（災害時の石油燃料等の確保） 

  災害時に迅速かつ円滑に、石油、ＬＰガス等の燃料の供給協力が得られる

ように、協定の実効性の強化を図るとともに、新たな協定締結について検討

する。【2－3 再掲】 

（民間建築物等の防火体制の整備） 

  重大な消防法令違反対象物に対する重大違反是正率及び違反対象物に対

する是正率を向上させる。 

また、震災時等において大規模火災の可能性がある市内の密集市街地に対

し、火災の発生を防止する感震ブレーカーの普及促進を図るとともに、火災

を早期発見する住宅用火災警報器や初期消火に必要な消火器等の設置率を

向上させる。【1－2 再掲】 

 

5－3）重要な産業施設の損壊、火災、爆発等  

（民間建築物等の防火体制の整備） 

  重大な消防法令違反対象物に対する重大違反是正率及び違反対象物に対

する是正率を向上させる。 

また、震災時等において大規模火災の可能性がある市内の密集市街地に対

し、火災の発生を防止する感震ブレーカーの普及促進を図るとともに、火災

を早期発見する住宅用火災警報器や初期消火に必要な消火器等の設置率を

向上させる。【1－2 再掲】 

 

5－4）基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止  

（橋梁の耐震化・架替) 

  災害など緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、橋梁の補

強や架替を実施する。【2－1 再掲】 

（道路インフラ施設の老朽化対策） 

  災害など緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、道路イン
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フラ施設の老朽化対策を行う。【2－1 再掲】 

（幹線道路の整備） 

避難経路や物資輸送路の確保、道路遮断等の回避のために、幹線道路の整

備を進める。【1－1 再掲】 

 

5－5）食料等の安定供給の停滞  

（被災地における物資の確保） 

  災害のあらゆる分野における協定の締結を推進し、大規模災害時におけ

る物資調達等の実効性を確保するとともに、3日間必要となる最低限の物資

を保持し、円滑に物資を供給できる体制を整備する。 

  また、消毒液等の衛生用品やダンボールベッド等についても計画的に備

蓄を行う。【2－1 再掲】 

（応急給水体制の整備） 

  災害時の飲料水や生活用水を確保するため、市内に 11か所ある飲料水兼

用耐震性貯水槽の機能を確保できるように定期的に保守を行うとともに、

長生郡市広域市町村圏組合水道部と連携して、災害時の応急給水活動を迅

速かつ的確に行えるように、体制を構築するなど応急給水体制の整備を推

進する。【2－1 再掲】 

（広域災害物資供給拠点の整備） 

  市内にある民間企業の倉庫を使用できるように協定締結を推進している

が、使用地積の確保が不確定であり、今後は廃校となる小・中学校の校舎の

利用についても検討する。【2－1 再掲】 

（緊急輸送道路の確保） 

  改修等を要する緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して、その必要性

について周知啓発を行い、助成制度の利用促進を図る。 

  また、災害時において、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急復旧活動

のために重要となる緊急輸送道路等の無電柱化を推進する。【2－1再掲】 

（幹線道路の整備） 

避難経路や物資輸送路の確保、道路遮断等の回避のために、幹線道路の整

備を進める。【1－1 再掲】 

（水道施設の耐震化・更新） 

大規模災害時においても必要最低限の水の供給が可能となるように、配水

管等についての耐震化を図るとともに、水道施設の更新及び災害時の飲料水

確保について促進する。【2－1 再掲】 
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5－6）金融サービス等の機能停止により商取引に甚大な影響が発生する事態  

（金融機関の業務継続体制の構築） 

  中央銀行、金融機関、金融庁の業務継続計画の策定、システムや通信手段

の冗長性の確保、店舗等の耐震化等を推進する。 

 

６ 大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、ガ 

ス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期 

復旧を図る 

 

6－1）電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・

ＬＰガスサプライチェーン等の機能停止  

（電力供給ネットワークの耐震化） 

  災害時において、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急復旧活動のため 

に重要となる緊急輸送道路等の無電柱化を推進する。 

（ライフライン事業者との連携の強化） 

ライフライン事業者との協定締結等により、連携を強化するとともに、防 

災訓練を定期的に実施する。 

（ライフライン事業者の業務継続体制の構築） 

  ライフライン事業者において、施設の耐震性を確保するとともに、必要に 

応じて業務継続計画の見直しを行う。 

（生活・経済活動の重要施設における非常用電源の確保） 

  生活・経済活動の重要施設において、非常用発電機の整備や自立・分散型

のエネルギーの導入等による非常時にも活用できる電源（常用非常用併用

電源）の確保を促進する。 

（災害時の石油燃料等の確保） 

  災害時に迅速かつ円滑に、石油、ＬＰガス等の燃料の供給協力が得られる

ように、協定の実効性の強化を図るとともに、新たな協定締結について検討

する。【2－3 再掲】 

 

6－2）上水道等の長期間にわたる供給停止  

（水道施設の耐震化・更新） 

  大規模災害時においても、必要最低限の水の供給が可能となるように、配

水管等についての耐震化を図るとともに、水道施設の更新及び災害時の飲

料水確保について促進する。【2－1 再掲】 

（応急給水体制の整備） 

  災害時の飲料水や生活用水を確保するため、市内に 11か所ある飲料水兼
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用耐震性貯水槽の機能を確保できるように定期的に保守を行うとともに、

長生郡市広域市町村圏組合水道部と連携して、災害時の応急給水活動を迅

速かつ的確に行えるように、体制を構築するなど応急給水体制の整備を推

進する。【2－1 再掲】 

 

6－3）汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

（下水道施設の耐震化・更新） 

  継続的かつ安定した汚水処理機能が確保できるように処理場・ポンプ場・

管渠施設の計画的な点検・調査を実施し、改築・修繕・更新を行いながら施

設の耐震化を進める。 

（合併処理浄化槽への転換促進） 

老朽化した単独処理浄化槽等から災害に強い合併処理浄化槽への転換を 

促進する。 

（一般廃棄物処理施設の整備） 

  一般廃棄物処理施設を適正に更新し、老朽化対策を行う。 

 

6－4）地域交通ネットワークが分断する事態  

（液状化対策の実施） 

  対策施設工事の完了及び不同沈下を起こさないよう、良好かつ適切な地 

下水位低下の初期運用を行う。 

（緊急輸送道路の確保） 

  改修等を要する緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して、その必要性

について周知啓発を行い、助成制度の利用促進を図る。 

  また、災害時において、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急復旧活動

のために重要となる緊急輸送道路等の無電柱化を推進する。【2－1再掲】 

（幹線道路の整備） 

避難経路や物資輸送路の確保、道路遮断等の回避のために、幹線道路の整

備を進める。【1－1 再掲】 

（橋梁の耐震化・架替) 

  災害など緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、橋梁の補

強や架替を実施する。【2－1 再掲】 

（道路インフラ施設の老朽化対策） 

  災害など緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、道路イン

フラ施設の老朽化対策を行う。【2－1 再掲】 
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6－5）異常渇水等による用水の供給の途絶  

（水資源関連施設の機能強化と水資源の有効利用等の取組の推進） 

  現行の用水供給整備水準を超える渇水等に対しては、限られた水資源を 

有効に活用する観点から、水資源関連施設を機能強化し、水資源関連施設や

下水道等の既存ストックを有効活用するとともに、雨水・下水道再生等の多

様な水資源の有効利用の取組を進める。 

 

７ 制御不能な二次災害を発生させない 

 

7－1）地震に伴う市街地での大規模火災の発生  

（民間建築物の適切な管理） 

  空家バンク等により、空家の有効活用を促進するとともに、茂原市空家等

対策計画に基づき空家活用に関する各種施策を実施していく。 

（公共建築物の耐震化等） 

  各施設において、引き続き機能保全を図ることを目的とし、計画的に建替

えや修繕を行うとともに、施設の利用計画に応じた耐震化を図る。 

【1－1 再掲】 

（民間建築物等の防火体制の整備） 

  重大な消防法令違反対象物に対する重大違反是正率及び違反対象物に対

する是正率を向上させる。 

また、震災時等において大規模火災の可能性がある市内の密集市街地に対

し、火災の発生を防止する感震ブレーカーの普及促進を図るとともに、火災

を早期発見する住宅用火災警報器や初期消火に必要な消火器等の設置率を

向上させる。【1－2 再掲】 

（密集市街地の整備） 

密集市街地については、住宅の耐震化や狭あい道路拡幅整備の促進を図

る。 

また、土地区画整理事業については、狭あい道路に接する密集家屋の移転

を推進し、都市計画道路や区画道路及び公共下水道施設等の都市基盤整備を

実施する。【1－1 再掲】 

（幹線道路の整備） 

避難経路や物資輸送路の確保、道路遮断等の回避のために、幹線道路の整

備を進める。【1－1 再掲】 

（常備消防の強化） 

  市民の高齢化及び単身者の増加、火気使用設備及び器具の普及等による

消防需要増大に対応するため、消防活動体制の強化を図る。【1－2再掲】 
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（消防団の強化） 

  災害時における消防団の消防力や活動などを強化するため、消防団機庫、

小型動力ポンプ付積載車、消防用資器材、携帯用無線機等の整備を図る。 

【1－2 再掲】 

（消防水利の整備） 

  被害が大きいとされている地域について、消防水利の整備を進めていく。 

【1－2 再掲】 

（広域避難場所等の整備・周知） 

  広域避難場所や指定緊急避難場所の情報について、引き続き、市公式ウェ

ブサイトや広報誌等により、あらゆる啓発の機会を通じて周知を図る。 

【1－1 再掲】 

（地域における災害対応力の向上） 

  地域防災訓練や出前講座等を通じて、引き続き、自主防災組織の結成を促

進するとともに、初期消火活動を含め継続的な訓練実施のための啓発や支

援を行う。 

  また、市内在住外国人に対する防災に関する情報提供に努める。 

【1－1 再掲】 

（延焼遮断のための緑地の確保） 

  身近な緑を増やし、緑の機能や大切さについて住民の理解を深め、民有地

緑化を推進するとともに、既存の緑地について質の向上を図る。【1－2 再掲】 

 

7－2）沿線・沿道の建物崩壊による直接的な被害及び交通麻痺  

（密集市街地の整備） 

密集市街地については、住宅の耐震化や狭あい道路拡幅整備の促進を図

る。 

また、土地区画整理事業については、狭あい道路に接する密集家屋の移転

を推進し、都市計画道路や区画道路及び公共下水道施設等の都市基盤整備を

実施する。【1－1 再掲】 

（緊急輸送道路の確保） 

  改修等を要する緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して、その必要性

について周知啓発を行い、助成制度の利用促進を図る。 

  また、災害時において、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急復旧活動

のために重要となる緊急輸送道路等の無電柱化を推進する。【2－1再掲】 

 

7－3）ため池、防災施設、天然ダム、排水ポンプ等の損壊・機能不全による二

次災害の発生  
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（ため池の整備） 

  ため池について、計画的な改良や補修整備を行う。 

（土砂災害の発生予防） 

 市民の生命を保護するため、急傾斜地崩壊危険区域に指定された箇所につ

いて急傾斜地崩落対策事業の推進を図る。【1－5 再掲】 

（土砂災害に関する意識啓発） 

  基礎調査結果の公表による土砂災害の恐れのある区域の周知に努めると

ともに、土砂災害警戒区域等の指定を推進し、警戒避難体制の充実を図る。 

  土砂災害警戒区域等の住民が、あらゆる情報伝達手段を活用し、土砂災害

や避難所に関する情報をいち早く入手できるように、啓発活動を行う。 

【1－5 再掲】 

（下水道施設の耐震化・更新） 

  継続的かつ安定した汚水処理機能が確保できるように処理場・ポンプ場・ 

管渠施設の計画的な点検・調査を実施し、改築・修繕・更新を行いながら施 

設の耐震化を進める。【6－3 再掲】 

（津波被害の発生予防） 

  津波浸水想定区域である清水地区を重点に、津波発生時の情報伝達体制

を確立するとともに、地域防災訓練や出前講座を活用して、「茂原市津波避

難計画」の説明会を実施し、避難経路や指定緊急避難場所等について周知徹

底する。 

  また、大網白里市、白子町、長生村及び一宮町の沿岸市町村と日頃から連

携を図り、津波に関する情報の共有及び避難者の受入れに関する要領の具

体化を図る。【1－3 再掲】 

 

7－4）有害物質の大規模拡散・流出 

（民間建築物等の防火体制の整備） 

  重大な消防法令違反対象物に対する重大違反是正率及び違反対象物に対

する是正率を向上させる。 

また、震災時等において大規模火災の可能性がある市内の密集市街地に対

し、火災の発生を防止する感震ブレーカーの普及促進を図るとともに、火災

を早期発見する住宅用火災警報器や初期消火に必要な消火器等の設置率を

向上させる。【1－2 再掲】 

 

7－5）農地・森林等の荒廃による被害の拡大  

（農地・森林等の適切な整備） 

  自然の持つ防災機能を維持・活用するため、市民と事業者の協力を得て良



26 

 

好な農地及び緑の保全・創出を図る。 

 

7－6）風評被害等による経済等への甚大な影響  

（行政による情報処理・発信体制の整備） 

  情報分析や外部情報収集機能などを強化した先進的なシステムの導入を

目指す。 

また、市からの災害情報発信については、防災行政無線だけでなく、防災

行政無線テレホンサービス、もばら安全・安心メール及びＬアラート等のあ

らゆる通信手段を活用するとともに、時代に適合した伝達手段により個人に

確実に情報を伝達できるように整備する。 

さらに、メールやＳＮＳ等による通信手段をできるだけ活用するため、指

定避難所となる小・中学校にＷｉ-Ｆｉを整備する。【1－3 再掲】 

 

８ 大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復でき 

る条件を整備する 

 

8－1）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態  

（災害廃棄物処理体制の構築） 

  長生郡市広域市町村圏組合の災害廃棄物処理計画について、国等の計画

に合わせて、逐次改正する。【2－6 再掲】 

（人的支援の受入れ体制の整備） 

  受援力の向上を図るため、災害時受援計画について、策定・見直しを行い、

必要に応じて訓練・研修等を実施するとともに、他の自治体や関係機関等と 

 の連携を強化する。【2－2 再掲】 

 

8－2）復旧･復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に

精通した技術者等）の不足により、復旧・復興が大幅に遅れる事態  

（建設関係団体、他自治体等との協力体制の構築） 

  平常時から協定締結先との連携を強化する。 

（人的支援の受入れ体制の整備） 

  受援力の向上を図るため、災害時受援計画について、策定・見直しを行い、

必要に応じて訓練・研修等を実施するとともに、他の自治体や関係機関等と 

 の連携を強化する。【2－2 再掲】 
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8－3）地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態  

（地域防犯体制の充実） 

  防犯パトロールの支援や防犯カメラの設置を促進することにより、地域

における防犯力の一層の強化を図る。 

  また、茂原駅周辺等に防犯カメラを設置することにより、市街地における

犯罪抑止効果を高める。 

（地域におけるコミュニティ活動の推進） 

  自治会の加入・結成をさらに促進していく。 

（安全・安心な避難所の運営） 

  避難所運営委員会の結成を促進していくとともに、専門家の派遣や訓練 

 等への支援により活動の質を向上させる。 

（地域における災害対応力の向上） 

  地域防災訓練や出前講座等を通じて、引き続き、自主防災組織の結成を促

進するとともに、初期消火活動を含め継続的な訓練実施のための啓発や支

援を行う。 

また、市内在住外国人に対する防災に関する情報提供に努める。 

【1－1 再掲】 

（多様な主体に配慮した防災対策の推進） 

  地域防災計画等に、茂原市男女共同参画社会づくり推進協議会・推進委員 

会等の意見を反映させる。 

 

8－4）緊急輸送道路等の基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる

事態  

（緊急輸送道路の確保） 

  改修等を要する緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して、その必要性

について周知啓発を行い、助成制度の利用促進を図る。 

  また、災害時において、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急復旧活動

のために重要となる緊急輸送道路等の無電柱化を推進する。【2－1再掲】 

（幹線道路の整備） 

避難経路や物資輸送路の確保、道路遮断等の回避のために、幹線道路の整

備を進める。【1－1 再掲】 

（橋梁の耐震化・架替) 

  災害など緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、橋梁の補

強や架替を実施する。【2－1 再掲】 

（道路インフラ施設の老朽化対策） 
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  災害などの緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、道路イ

ンフラ施設の老朽化対策を行う。【2－1 再掲】 

 

8－5）広域地盤沈下等で広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興

が大幅に遅れる事態  

（下水道施設の耐震化・更新） 

  継続的かつ安定した汚水処理機能が確保できるように処理場・ポンプ場・ 

管渠施設の計画的な点検・調査を実施し、改築・修繕・更新を行いながら施 

設の耐震化を進める。【6－3 再掲】 
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第４章 対応方策の重点化と計画の進捗管理 

１ 対応方策の重点化 （ＳＴＥＰ５） 

 (1) 重点化の方法 

   各リスクシナリオへの対応方策について、国・県の重点化プログラム、茂  

原市総合計画との整合性・関連性及び施策の進捗状況を踏まえ、重点化すべ  

きプログラムに係るリスクシナリオを次の 4つの視点から選定する。 

① 市民の生命等に関わるものなど、緊急性の高い事業 

② 基本目標・事前に備えるべき目標に対する効果が大きい事業 

③ 茂原市総合計画に定められた都市像との整合性・関連性の深い事業 

④ リスクシナリオを回避するために必要な事業に対して、著しく進捗が 

遅れている事業 

 

 (2) 重点化すべきシナリオ 
事前に備えるべき目標 茂原市のリスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態） 備考 

1 大規模自然災害が発生

したときでも人命の保護

が最大限図られる 

1－1 建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊による死傷者の発生  

1－4 異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水による死傷者の発生  

1－5 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度にわ

たり脆弱性が高まる事態 

 

1－6 情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生  

2 大規模自然災害発生直

後から救助・救急、医療

活動等が迅速に行われ

る 

2－1 被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止  

2－2 自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足  

2－5 医療施設の被災・絶対的不足、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺  

2－6 被災地における熱中症・疫病・感染症等の大規模発生  

3 大規模自然災害発生直

後から必要不可欠な行政

機能は確保する 

3－1 市の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下  

4 大規模自然災害発生直

後から必要不可欠な情報

通信機能は確保する 

4－1 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止  

5 大規模自然災害発生後

であっても、経済活動（サ

プライチェーンを含む。）

を機能不全に陥らせない 

5－1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下  

5－4 基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止  

5－5 食料等の安定供給の停滞  

6 大規模自然災害発生後

であっても、生活・経済活

動に必要最低限の電気、

ガス、上下水道、燃料、

交通ネットワーク等を確

保するとともに、これらの

早期復旧を図る 

6－1 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・ＬＰ

ガスサプライチェーン等の機能停止 

 

6－2 上水道等の長期間にわたる供給停止  

7 制御不能な二次災害を発

生させない 

7－5 農地・森林等の荒廃による被害の拡大  

8 大規模自然災害発生後

であっても、地域社会・経

済が迅速に再建・回復で

きる条件を整備する 

8－1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 

 

8－5 広域地盤沈下等で広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興が

大幅に遅れる事態 
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２ 計画の進捗管理 

 (1) 進捗状況の把握 

   計画策定後は、地域強靭化の取組を着実に推進するため、「アクションプ

ラン編」に記載されている事業について、数値目標等を活用して、リスクシ

ナリオごとに進捗管理を実施する。 

 (2) 計画の見直し 

   本計画は、茂原市総合計画で示されている都市将来像や取組みと整合を

図りながら、市のあらゆる行政計画の指針として位置づけられていること

から、茂原市総合計画の改訂に合わせて、計画内容を修正するとともに、地

域防災計画等の関連する計画を見直す際は、本計画との整合を図ることと

する。 

 また、本計画は、社会状況の変化や事業の進捗管理の結果を踏まえ、必要 

に応じて計画の見直しを行う。 
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[別記：脆弱性の分析・評価の結果] 

※ 文中の時点を記載していない数値データは令和 6年度末現在のもの 

 

１ 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

 

1－1）建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊による死傷者の発生  

（地震対策の推進） 

  地震による被害軽減施策を推進するため、地震被害想定調査の結果を踏

まえた検討を進めるとともに、市民の防災意識の高揚を図るため、各地域に

おける災害リスクを分かりやすく市民に伝える必要がある。 

（公共建築物の耐震化等） 

  市有建築物については、すべての耐震化を早期に終了するとともに、各施

設においては、機能保全を図ることを目的とし、計画的に建替えや修繕を行

う必要がある。 

（市の防災拠点の耐震化等） 

  現在、庁舎の耐震化は図られているが、計画的な点検・修繕が必要である。 

（民間建築物の耐震化） 

  民間住宅の耐震化率は 84.1％（令和２年度推計値）、民間特定建築物（多

数の者が利用する一定規模以上の建築物等）の耐震化率 84.7%（令和２年度

推計値）となっており、一定の進捗が図られているが、今後は更なる耐震化

を図る必要がある。 

（宅地耐震化の推進） 

大規模盛土造成地の安全性の把握・対策工事の計画的な実施のため、ソフ

ト・ハード面での事前対策の取り組みを推進する必要がある。 

（密集市街地の整備） 

  密集市街地について、基幹道路等の整備を行うための取組強化が必要で

ある。 

（幹線道路の整備） 

  大規模な延焼を防ぐ効果のほか、避難経路や物資輸送などに必要な都市

計画道路などの幹線道路ネットワークが不十分なため、未整備区間の整備

を推進する必要がある。 

（広域避難場所等の整備・周知） 

  広域避難場所を 2か所、指定緊急避難場所を 35か所指定（令和 7年 4月）

しており、引き続き、周知を図っていく必要がある。 

（地域における災害対応力の向上） 

  自主防災組織のカバー率は約 69％（令和 7 年 4 月）であることから、引
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き続き、自主防災組織の結成を促進するとともに、初期消火活動を含め訓練

等による地域における災害対応力の向上を図る必要がある。 

（避難行動要支援者の支援体制の強化） 

  福祉避難所の指定を推進するとともに、避難行動要支援者のための避難

環境の整備を図る必要がある。また、避難行動要支援者名簿の地域への提供

や名簿情報の更新により、地域の協力体制を強化する必要がある。 

（家具転倒防止対策の強化） 

  屋内収容物の転倒等による死者を減少させるため、高齢者・重度障害者世

帯を重点に、各家庭における家具転倒防止等の取組を行うよう啓発する必

要がある。 

（二次被害の防止） 

  被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判定士の確保や資器材

等の整備をすすめるとともに、研修会への職員の参加等により育成し、体制

の充実を図る必要がある。 

 

1－2）建物・交通施設等の火災による死傷者の発生  

（民間建築物等の防火体制の整備） 

  消防用設備未設置等の重大違反が一部散見され、違反是正を推進すると

ともに、新たに所管する火薬類施設等への的確な指導等を行い、査察実施体

制の強化を図る必要がある。 

  また、震災時等において大規模火災の可能性がある市内の密集市街地に

対し、火災の発生を防止する感震ブレーカーを普及促進し、火災を早期発見

する住宅用火災警報器及び初期消火に必要な消火器等の設置率を向上させ

る必要がある。 

（公共建築物の耐震化等） 

 市有建築物については、すべての耐震化を早期に終了するとともに、各施

設においては、機能保全を図ることを目的とし、計画的に建替えや修繕を行

う必要がある。 

【1－1 再掲】 

（幹線道路の整備） 

  大規模な延焼を防ぐ効果のほか、避難経路や物資輸送などに必要な都市

計画道路などの幹線道路ネットワークが不十分なため、未整備区間の整備

を推進する必要がある。 

【1－1 再掲】 

（常備消防の強化） 

  市民の高齢化及び単身者の増加、火気使用設備及び器具の普及等により



33 

 

消防需要増大に対応する必要がある。 

（消防団の強化） 

  災害時における消防団の消防力や活動などの強化を図る必要がある。 

（消防水利の整備） 

  本市の消防水利の充足率は 66.6％であり、引き続き整備を進めていく必

要がある。 

（地域における災害対応力の向上） 

  自主防災組織のカバー率は約 69％（令和 7 年 4 月）であることから、引

き続き、自主防災組織の結成を促進するとともに、初期消火活動を含め訓練

等による地域における災害対応力の向上を図る必要がある。【1－1再掲】 

（延焼遮断のための緑地の確保） 

  住民等の理解を得ながら、着実に民有地緑化を進める必要がある。 

 

1－3）大規模津波等による多数の死者の発生  

（津波被害の発生予防） 

  津波浸水想定区域である清水地区を重点に、住民に対し、津波が発生した

場合の対応について、「茂原市津波避難計画」に基づき、説明会を実施し、 

避難経路や指定緊急避難場所等について徹底する必要がある。 

  また、大網白里市、白子町、長生村及び一宮町の沿岸市町村と日頃から連

携を図る必要がある。 

（行政による情報処理・発信体制の整備） 

  市からの災害情報発信については、防災行政無線だけでなく、防災行政無

線テレホンサービス及びもばら安全・安心メール等により発信しているが、 

防災行政無線戸別受信機等の確実に個人に伝達できる手段を整備する必要

がある。 

（地域における災害対応力の向上） 

  自主防災組織のカバー率は約 69％であることから、引き続き、自主防災

組織の結成を促進するとともに、訓練等による地域における災害対応力の

向上を図る必要がある。 

 【1－1 再掲】 

 

1－4）異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水による死傷者の発 

  生 

（浸水対策の推進） 

  平成以降 5回の大雨（台風含む。）による浸水被害を受けている。いずれ

の水害も二級河川である一宮川等の越水及び内水の氾濫等が起因している
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ため、ハード対策では、市内二級河川の一宮川等の河道改修、調節池の整備

が必要であるとともに、準用河川梅田川、乗川の改修及び内水氾濫箇所にお

ける排水施設整備等を推進する必要がある。 

また、ハード対策と併せて、流域内のため池、水田などの流出抑制対策を

推進する必要がある。 

ソフト対策では、市民に水害警戒区域が明確に認識できる洪水ハザード 

マップを作成し、市民に周知する必要がある。 

 

1－5）大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度に 

わたり脆弱性が高まる事態 

（土砂災害の発生予防） 

  急傾斜地崩壊防止施設の整備を推進し、大雨等による土砂災害の発生を

抑制し、被害を最小限に抑える必要がある。 

  急傾斜地崩壊防止工事の対象として、5か所については、急傾斜地崩壊防

止施設の整備が完了しているが、今後継続的に調査し、崩壊の可能性のある

急傾斜地の皆無に努める必要がある。 

また、土砂災害警戒区域については、地元住民の意識改革を図りつつ、県

の指定促進を支援する必要がある。 

（土砂災害に関する意識啓発） 

  土砂災害防止法に基づく基礎調査の公表や土砂災害警戒区域等の指定の

推進など、ソフト対策による警戒避難体制の充実を図る必要がある。 

  千葉県知事による土砂法に基づく土砂災害警戒区域（特別警戒区域）の指

定後は、指定区域ごとにハザードマップを作成し、土砂災害に関する情報の

伝達方法や避難所に関する事項などの周知を行っているが、土砂災害や避

難所に関する情報を入手できるように、啓発活動を行う必要がある。 

（宅地耐震化の推進） 

大規模盛土造成地の安全性の把握・対策工事の計画的な実施のため、ソフ

ト・ハード面での事前対策の取り組みを推進する必要がある。 

【1－1 再掲】 

（富士山噴火による降灰対策） 

  富士山噴火に伴う火山灰による被害を軽減する対策を検討する必要があ

る。 

 

 

1－6）情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生  

（（行政による情報処理・発信体制の整備） 
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  市からの災害情報発信については、防災行政無線だけでなく、防災行政無

線テレホンサービス及びもばら安全・安心メール等により発信しているが、 

防災行政無線戸別受信機等の確実に個人に伝達できる手段を整備する必要

がある。 

【1－3 再掲】 

（避難行動要支援者の支援体制の強化） 

  福祉避難所の指定を推進するとともに、避難行動要支援者のための避難

環境の整備を図る必要がある。また、避難行動要支援者名簿の地域への提供

や名簿情報の更新により、地域の協力体制を強化する必要がある。 

【1－1 再掲】 

 

２ 大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる 

 

2－1）被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止  

（被災地における物資の確保） 

  災害時応援協定における物資調達等の実効性を確保するため、災害のあ

らゆる分野における協定の締結を推進する必要がある。 

  また、地域防災計画に基づき、茂原市地震被害想定による避難者数に対

し、発災から 3 日間必要となる最低限の物資を賄えるように備蓄物資の増

量を行っており、食料等基本的な物資については、令和 5年度を目途に備蓄

計画の目標数を達成する必要がある。 

  また、避難所については、生活環境の改善を図るため、消毒液等の衛生用

品やダンボールベッド等の備蓄が必要である。 

（応急給水体制の整備） 

  災害時の飲料水や生活用水を確保するため、飲料水兼用耐震性貯水槽を

市内に 11か所設置しており、これらの機能を維持する必要がある。 

  また、発災直後の避難者に対応するため、飲用水を各防災備蓄倉庫に備蓄

する必要がある。 

（広域災害物資供給拠点の整備） 

  市内にある民間企業の倉庫を使用できるように協定締結を推進している

が、使用地積の確保が不確定であり、今後は廃校となる小・中学校の校舎の

利用について、検討する必要がある。 

（緊急輸送道路の確保） 

  災害発生等の緊急時に、避難・救助、物資の供給、施設の復旧等の応急対

策活動に使用する交通を確保するため、緊急輸送道路を定めている。 

  地震発生時における建築物の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を回避する
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2－2）自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足  

（救急医療関係者の災害対応力の向上） 

  救急救命士を数的・質的に維持する必要がある。 

（人的支援の受入れ体制の整備） 

  他の自治体等から人的支援を円滑に受け入れるため、災害時受援計画を

策定し、受援力の向上を図る必要がある。 

（常備消防の強化） 

  市民の高齢化及び単身者の増加、火気使用設備及び器具の普及等により

消防需要増大に対応する必要がある。 

【1－2 再掲】 

（消防団の強化） 

 災害時における消防団の消防力や活動などの強化を図る必要がある。 

【1－2 再掲】 

（消防水利の整備） 

 本市の消防水利の充足率は 66.6％であり、引き続き整備を進めていく必

ため、耐震診断・耐震改修等を行う建築物の所有者向けに助成制度を実施し

ているが、利用実績が少ないことから、対象者への周知啓発を継続していく

必要がある。 

  また、緊急輸送道路などの無電柱化の取組が必要である。 

（幹線道路の整備） 

  大規模な延焼を防ぐ効果のほか、避難経路や物資輸送などに必要な都市

計画道路などの幹線道路ネットワークが不十分なため、未整備区間の整備

を推進する必要がある。 

【1－1 再掲】 

（橋梁の耐震化・架替) 

  橋梁の耐震化や架替を着実に実施し、災害など緊急時の輸送や避難時の

通行の安全を確保することが必要である。 

（道路インフラ施設の老朽化対策） 

  災害などの緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、道路イ

ンフラ施設の老朽化対策が必要である。 

（水道施設の耐震化・更新） 

  大規模災害の発生により、破損が生じた場合、広範囲の給水に支障が生じ

るため、配水管等の耐震化を図る必要がある。 

  また、災害発生に伴う被害を最小限にとどめるため、老朽化した施設、設

備を計画的に更新する必要がある。 



37 

 

要がある。 

【1－2 再掲】 

 

2－3）救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶  

（消防署等における非常用発電設備等の確保） 

  消防署等の建替え事業を推進するとともに、消防活動拠点となる消防署

及び分署の機能を 72時間以上確保できるように、非常用電源設備を設置す

る必要がある。 

（災害時の石油燃料等の確保） 

  災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に燃料の供給を

行うため、千葉県石油商業組合茂原支部との協定を締結しており、今後は実

効性の強化を図る必要がある。 

（医療施設における非常用電源の確保） 

  災害時において、医療施設の基本的な機能を維持するため、非常用発電機

の整備や自立・分散型のエネルギー導入等により、非常時にも活用できる電

源（常用非常用併用電源）を確保する必要がある。 

 

2－4）想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への食料・飲料水等の供給不足  

（帰宅困難者に向けた支援設備の整備） 

  一時滞在施設の不足が懸念されているとともに、一時滞在施設の指定後

は、備蓄品の整備が必須となることから、今後も一時滞在施設の指定及び指

定後の備蓄品整備に向けた取組強化が必要である。 

 

2－5）医療施設の被災・絶対的不足、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺 

（救急医療関係者の災害対応力の向上） 

  救急救命士を数的・質的に維持する必要がある。 

【2－2 再掲】 

（幹線道路の整備） 

  大規模な延焼を防ぐ効果のほか、避難経路や物資輸送などに必要な都市

計画道路などの幹線道路ネットワークが不十分なため、未整備区間の整備

を推進する必要がある。【1－1 再掲】 

（橋梁の耐震化・架替) 

  橋梁の耐震化や架替を着実に実施し、災害など緊急時の輸送や避難時の

通行の安全を確保することが必要である。 

【2－1 再掲】 

（道路インフラ施設の老朽化対策） 
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  災害などの緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、道路イ

ンフラ施設の老朽化対策が必要である。 

【2－1 再掲】 

（人的支援の受入れ体制の整備） 

  他の自治体等から人的支援を円滑に受け入れるため、災害時受援計画を

策定し、受援力の向上を図る必要がある。【2－2 再掲】 

 

2－6）被災地における熱中症・疫病・感染症等の大規模発生  

（避難所での熱中症対策） 

  避難所となる施設で計画的に空調機の整備を進める必要がある。 

（避難所での衛生管理） 

  接触を防止するためのパーティション等の施設備品や消毒液、ビニール

手袋のような衛生用品について、整備を進める必要がある。 

（し尿処理体制の構築） 

  指定避難所への災害用トイレの備蓄を行っているが、市全体で不足する

と予想されるため、整備が必要である。 

（災害廃棄物処理体制の構築) 

  災害発生時に円滑な災害廃棄物処理を行うため、長生郡市広域市町村圏

組合の災害廃棄物処理計画に基づき、業務を明確にし、国等の計画に合わせ

て逐次改正することが必要である。 

（救急医療関係者の災害対応力の向上） 

  救急救命士を数的・質的に維持する必要がある。【2－2 再掲】 

 

３ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

 

3－1）市の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下  

（業務継続体制の構築） 

  業務継続計画<震災編>については、平成 29年 9月に策定済であるが、今

後は必要に応じて計画の見直しを行うとともに、より迅速かつ適切に当該

業務が行えるよう、職員に対して計画の習熟を図る必要がある。 

（市の防災拠点の耐震化等） 

  現在、庁舎の耐震化は図られているが、計画的な点検・修繕が必要である。 

 【1－1 再掲】 

（行政による情報処理・発信体制の整備） 

  市からの災害情報発信については、防災行政無線だけでなく、防災行政無

線テレホンサービス及びもばら安全・安心メール等により発信しているが、 
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防災行政無線戸別受信機等の確実に個人に伝達できる手段を整備する必要

がある。 

 【1－3 再掲】 

（総合防災訓練の実施） 

  大地震等による甚大な被害を想定し、市の防災組織をはじめとして、県

市、防災関係機関、民間団体及び自主防災組織などの住民が一体となった合

同防災訓練を行う必要がある。 

 

４ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する 

 

4－1）電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止  

（情報通信手段の確保） 

  市の指定避難所の連絡用に特設公衆電話及び簡易無線機を配備している

が、その他の手段についても検討する必要がある。 

（防災拠点施設における非常用電源の確保） 

  災害時において、防災拠点の基本的な機能を維持するため、非常用発電機

の整備や自立・分散型のエネルギー導入等により、非常時にも活用できる電

源（常用非常用併用電源）を確保する必要がある。 

（災害時の石油燃料等の確保） 

  災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に燃料の供給を

行うため、千葉県石油商業組合茂原支部との協定を締結しており、今後は実

効性の強化を図る必要がある。【2－3 再掲】 

 

4－2）郵便事業の長期停止による種々の重要な郵便物が送達できない事態  

（郵便局の耐震化及び事業継続体制の構築） 

  安全性を確保するため、日本郵便（株）において、耐震性を確保するとと

もに、事業継続計画について、実効性を確保できるように策定し、必要に応

じて見直しを行う必要がある。 

 

５ 大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーンを含む。）

を機能不全に陥らせない 

 

5－1）サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下  

（幹線道路の整備） 

  大規模な延焼を防ぐ効果のほか、避難経路や物資輸送などに必要な都市

計画道路などの幹線道路ネットワークが不十分なため、未整備区間の整備
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を推進する必要がある。【1－1 再掲】 

（民間企業におけるＢＣＰの策定促進） 

  民間企業において、災害時に一定の事業活動が継続的に実施できるよう

に事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を支援する必要がある。 

 

5－2）社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停止  

（輸送手段の多様化） 

  事業者に対し、大気汚染対策・地球温暖化対策として、ハイブリッド自動

車の低公害車の導入を推進するとともに、国土強靭化の観点から一定程度

機能する仕組みや必要な数量について、今後検討する必要がある。 

（災害時の石油燃料等の確保） 

  災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に燃料の供給を

行うため、千葉県石油商業組合茂原支部との協定を締結しており、今後は実

効性の強化を図る必要がある。【2－3 再掲】 

（民間建築物等の防火体制の整備） 

  消防用設備未設置等の重大違反が一部散見され、違反是正を推進すると

ともに、新たに所管する火薬類施設等への的確な指導等を行い、査察実施体

制の強化を図る必要がある。 

  また、震災時等において大規模火災の可能性がある市内の密集市街地に

対し、火災の発生を防止する感震ブレーカーを普及促進し、火災を早期発見

する住宅用火災警報器及び初期消火に必要な消火器等の設置率を向上させ

る必要がある。【1－2再掲】 

 

5－3）重要な産業施設の損壊、火災、爆発等  

（民間建築物等の防火体制の整備） 

  消防用設備未設置等の重大違反が一部散見され、違反是正を推進すると

ともに、新たに所管する火薬類施設等への的確な指導等を行い、査察実施体

制の強化を図る必要がある。 

  また、震災時等において大規模火災の可能性がある市内の密集市街地に

対し、火災の発生を防止する感震ブレーカーを普及促進し、火災を早期発見

する住宅用火災警報器及び初期消火に必要な消火器等の設置率を向上させ

る必要がある。 

【1－2 再掲】 

 

5－4）基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止  

（橋梁の耐震化・架替) 
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  橋梁の耐震化や架替を着実に実施し、災害など緊急時の輸送や避難時の

通行の安全を確保することが必要である。 

【2－1 再掲】 

（道路インフラ施設の老朽化対策） 

  災害などの緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、道路イ

ンフラ施設の老朽化対策が必要である。 

【2－1 再掲】 

（幹線道路の整備） 

  大規模な延焼を防ぐ効果のほか、避難経路や物資輸送などに必要な都市

計画道路などの幹線道路ネットワークが不十分なため、未整備区間の整備

を推進する必要がある。 

【1－1 再掲】 

 

5－5）食料等の安定供給の停滞  

（被災地における物資の確保） 

  災害時応援協定における物資調達等の実効性を確保するため、災害のあ

らゆる分野における協定の締結を推進する必要がある。 

  また、地域防災計画に基づき、茂原市地震被害想定による避難者数に対

し、発災から 3 日間必要となる最低限の物資を賄えるように物資の備蓄が

必要である。 

  また、避難所については、生活環境の改善を図るため、消毒液等の衛生用

品やダンボールベッド等の備蓄が必要である。【2－1 再掲】 

（応急給水体制の整備） 

  災害時の飲料水や生活用水を確保するため、飲料水兼用耐震性貯水槽を

市内に 11か所設置しており、これらの機能を維持する必要がある。 

  また、発災直後の避難者に対応するため、所要のペットボトルを各防災備

蓄倉庫に備蓄する必要がある。【2－1 再掲】 

（広域災害物資供給拠点の整備） 

  市内にある民間企業の倉庫を使用できるように協定締結を推進している

が、使用地積の確保が不確定であり、今後は廃校となる小・中学校の校舎の

利用について、検討する必要がある。 

【2－1 再掲】 

（緊急輸送道路の確保） 

  災害発生等の緊急時に、避難・救助、物資の供給、施設の復旧等の応急対

策活動に使用する交通を確保するため、緊急輸送道路を定めている。 

  地震発生時における建築物の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を回避する
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ため、耐震診断・耐震改修等を行う建築物の所有者向けに助成制度を実施し

ているが、利用実績が少ないことから、対象者への周知啓発を継続していく

必要がある。 

  また、緊急輸送道路などの無電柱化の取組が必要である。 

【2－1 再掲】 

（幹線道路の整備） 

  大規模な延焼を防ぐ効果のほか、避難経路や物資輸送などに必要な都市

計画道路などの幹線道路ネットワークが不十分なため、未整備区間の整備

を推進する必要がある。 

【1－1 再掲】 

（水道施設の耐震化・更新） 

  大規模災害の発生により、破損が生じた場合、広範囲の給水に支障が生じ

るため、配水管等の耐震化を図る必要がある。 

  また、災害発生に伴う被害を最小限にとどめるため、老朽化した施設、設

備を計画的に更新する必要がある。 

【2－1 再掲】 

 

5－6）金融サービス等の機能停止により商取引に甚大な影響が発生する事態  

（金融機関の業務継続体制の構築） 

  中央銀行、金融機関、金融庁における建物等の耐災害性の向上、システム

のバックアップ、災害時の情報通信機能・電源等の確保及び事業継続計画の

策定等を推進する必要がある。 

 

６ 大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、ガ 

ス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期 

復旧を図る 

 

6－1）電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石油・

ＬＰガスサプライチェーン等の機能停止   

（電力供給ネットワークの耐震化） 

  緊急輸送道路など防災・減災に資する道路の無電柱化の取組が必要であ

る。 

（ライフライン事業者との連携の強化） 

 ライフライン事業者と協定等を締結し、連携を強化する必要がある。 

（ライフライン事業者の業務継続体制の構築） 

  ライフライン事業者において、施設の耐震性を確保するとともに、業務継
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続計画について、実効性を確保できるように、策定・見直しが必要である。 

（生活・経済活動の重要施設における非常用電源の確保） 

  災害時において、生活・経済活動における基本的な機能を維持するため、

非常用発電機の整備や自立・分散型のエネルギー導入等により、非常時にも

活用できる電源（常用非常用併用電源）を確保する必要がある。 

（災害時の石油燃料等の確保） 

  災害時における緊急通行車両や災害拠点病院等へ優先的に燃料の供給を

行うため、千葉県石油商業組合茂原支部との協定を締結しており、今後は実

効性の強化を図る必要がある。【2－3 再掲】 

 

6－2）上水道等の長期間にわたる供給停止  

（応急給水体制の整備） 

  災害時の飲料水や生活用水を確保するため、飲料水兼用耐震性貯水槽を

市内に 11か所設置しており、これらの機能を維持する必要がある。 

  また、発災直後の避難者に対応するため、飲用水を各防災備蓄倉庫に備蓄

する必要がある。  

【2－1 再掲】 

（水道施設の耐震化・更新） 

  大規模災害の発生により、破損が生じた場合、広範囲の給水に支障が生じ

るため、配水管等の耐震化を図る必要がある。 

  また、災害発生に伴う被害を最小限にとどめるため、老朽化した施設、設

備を計画的に更新する必要がある。 

【2－1 再掲】 

6－3）汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止  

（下水道施設の耐震化・更新） 

  下水道幹線の耐震化を推進するとともに、耐用年数（50 年）を超えた下

水道管渠について、計画的な施設の更新を行う必要がある。 

また、老朽化した処理場・ポンプ施設の計画的な改築が必要である。 

（合併処理浄化槽への転換促進） 

老朽化した単独処理浄化槽等から災害に強い合併処理浄化槽への転換を

促進する必要がある。 

（一般廃棄物処理施設の整備） 

  一般廃棄物処理施設を適正に更新し、老朽化対策を行う必要がある。 

 

6－4）地域交通ネットワークが分断する事態  

（液状化対策の実施） 
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  県の「液状化しやすさマップ」に基づき、液状化しやすい地域を市民に広

報・周知するとともに、液状化発生のリスクのある地域に住宅を建築する場

合は、ボーリング等の十分な地盤調査を実施し、液状化発生を抑止する基礎

の強化や表層地盤改良などの液状化対策工法を選定して行うように広報

し、啓発する必要がある。 

（緊急輸送道路の確保） 

  災害発生等の緊急時に、避難・救助、物資の供給、施設の復旧等の応急対

策活動に使用する交通を確保するため、緊急輸送道路を定めている。 

  地震発生時における建築物の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を回避する

ため、耐震診断・耐震改修等を行う建築物の所有者向けに助成制度を実施し

ているが、利用実績が少ないことから、対象者への周知啓発を継続していく

必要がある。 

  また、緊急輸送道路などの無電柱化の取組が必要である。 

【2－1 再掲】 

（幹線道路の整備） 

  大規模な延焼を防ぐ効果のほか、避難経路や物資輸送などに必要な都市

計画道路などの幹線道路ネットワークが不十分なため、未整備区間の整備

を推進する必要がある。【1－1 再掲】 

（橋梁の耐震化・架替) 

  橋梁の耐震化や架替を着実に実施し、災害など緊急時の輸送や避難時の

通行の安全を確保することが必要である。 

【2－1 再掲】 

（道路インフラ施設の老朽化対策） 

  災害などの緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、道路イ

ンフラ施設の老朽化対策が必要である。 

【2－1 再掲】 

 

6－5）異常渇水等による用水の供給の途絶  

（水資源関連施設の機能強化と水資源の有効利用等の取組の推進） 

  現行の用水供給整備水準を超える渇水等に対しては、限られた水資源を 

有効に活用する観点から、水資源関連施設を機能強化し、水資源関連施設や

下水道等の既存ストックを有効活用するとともに、雨水・下水道再生等の多

様な水資源の有効利用の取組を進める必要がある。 

 

７ 制御不能な二次災害を発生させない 
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7－1）地震に伴う市街地での大規模火災の発生  

（民間建築物の適切な管理） 

  今後空家が増加することが予想されることから、対策を計画的に推進す

る必要がある。 

（公共建築物の耐震化等） 

  市有建築物については、すべての耐震化を早期に終了するとともに、各施

設においては、機能保全を図ることを目的とし、計画的に建替えや修繕を行

う必要がある。 

【1－1 再掲】 

（民間建築物等の防火体制の整備） 

  消防用設備未設置等の重大違反が一部散見され、違反是正を推進すると

ともに、新たに所管する火薬類施設等への的確な指導等を行い、査察実施体

制の強化を図る必要がある。 

  また、震災時等において大規模火災の可能性がある市内の密集市街地に

対し、火災の発生を防止する感震ブレーカーを普及促進し、火災を早期発見

する住宅用火災警報器及び初期消火に必要な消火器等の設置率を向上させ

る必要がある。 

【1－2 再掲】 

（密集市街地の整備） 

  密集市街地について、基幹道路等の整備を行うための取組強化が必要で

ある。【1－1 再掲】 

（幹線道路の整備） 

  大規模な延焼を防ぐ効果のほか、避難経路や物資輸送などに必要な都市

計画道路などの幹線道路ネットワークが不十分なため、未整備区間の整備

を推進する必要がある。【1－1 再掲】 

（常備消防の強化） 

  市民の高齢化及び単身者の増加、火気使用設備及び器具の普及等により

消防需要増大に対応する必要がある。【1－2再掲】 

（消防団の強化） 

  災害時における消防団の消防力や活動などの強化を図る必要がある。 

【1－2 再掲】 

（消防水利の整備） 

  本市の消防水利の充足率は 66.6％であり、引き続き整備を進めていく必

要がある。【1－2 再掲】 

（広域避難場所の整備・周知） 

  広域避難場所を 2か所、指定緊急避難場所を 35か所指定（令和 7年 4月）
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しており、引き続き、周知を図っていく必要がある。【1－1 再掲】 

（地域における災害対応力の向上） 

  自主防災組織のカバー率は約 69％であることから、引き続き、自主防災

組織の結成を促進するとともに、訓練等による地域における災害対応力の

向上を図る必要がある。【1－1 再掲】 

（延焼遮断のための緑地の確保） 

  住民等の理解を得ながら、着実に民有地緑化を進める必要がある。 

【1－2 再掲】 

 

7－2）沿線・沿道の建物崩壊による直接的な被害及び交通麻痺 

（密集市街地の整備） 

  密集市街地について、基幹道路等の整備を行うための取組強化が必要で

ある。【1－1 再掲】 

（緊急輸送道路の確保） 

  災害発生等の緊急時に、避難・救助、物資の供給、施設の復旧等の応急対

策活動に使用する交通を確保するため、緊急輸送道路を定めている。 

  地震発生時における建築物の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を回避する

ため、耐震診断・耐震改修等を行う建築物の所有者向けに助成制度を実施し

ているが、利用実績が少ないことから、対象者への周知啓発を継続していく

必要がある。 

  また、緊急輸送道路などの無電柱化の取組が必要である。【2－1 再掲】 

 

 

7－3）ため池、防災施設、天然ダム、排水ポンプ等の損壊・機能不全による二

次災害の発生  

（ため池の整備） 

  江戸時代から昭和初期に造成された市内 68か所のため池のうち、平成 20

年度までに、53 か所のため池が改良または補修されたが、残りのため池に

ついても計画的な改良や補修整備を行う必要がある。 

（土砂災害の発生予防） 

  急傾斜地崩壊防止施設の整備を推進し、大雨等による土砂災害の発生を

抑制し、被害を最小限に抑える必要がある。 

  急傾斜地崩壊防止工事の対象として、５箇所については、急傾斜地崩壊防

止施設の整備が完了しているが、今後継続的に調査し、崩壊の可能性のある

急傾斜地の皆無に努める必要がある。 

また、土砂災害警戒区域については、地元住民の意識改革を図りつつ、県
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の指定促進を支援する必要がある。 

【1－5 再掲】 

（土砂災害に関する意識啓発） 

  土砂災害防止法に基づく基礎調査の公表や土砂災害警戒区域等の指定の

推進など、ソフト対策による警戒避難体制の充実を図る必要がある。 

  千葉県知事による土砂法に基づく土砂災害警戒区域（特別警戒区域）の指

定後は、指定区域ごとにハザードマップを作成し、土砂災害に関する情報の

伝達方法や避難所に関する事項などの周知を行っているが、土砂災害や避

難所に関する情報を入手できるように、啓発活動を行う必要がある。 

 【1－5 再掲】 

（下水道施設の耐震化・更新） 

  下水道幹線の耐震化を推進するとともに、耐用年数（50 年）を超えた下

水道管渠について、計画的な施設の更新を行う必要がある。 

また、老朽化した処理場・ポンプ施設の計画的な改築が必要である。 

【6－3 再掲】 

（津波被害の発生予防） 

  津波浸水想定区域である清水地区を重点に、住民に対し、津波が発生した

場合の対応について、「茂原市津波避難計画」に基づき、説明会を実施し、 

避難経路や指定緊急避難場所等について徹底する必要がある。 

  また、大網白里市、白子町、長生村及び一宮町の沿岸市町村と日頃から連

携を図る必要がある。 

【1－3 再掲】 

 

7－4）有害物質の大規模拡散・流出  

（民間建築物等の防火体制の整備） 

  消防用設備未設置等の重大違反が一部散見され、違反是正を推進すると

ともに、新たに所管する火薬類施設等への的確な指導等を行い、査察実施体

制の強化を図る必要がある。 

  また、震災時等において大規模火災の可能性がある市内の密集市街地に

対し、火災の発生を防止する感震ブレーカーを普及促進し、火災を早期発見

する住宅用火災警報器及び初期消火に必要な消火器等の設置率を向上させ

る必要がある。 

【1－2 再掲】 

 

7－5）農地・森林等の荒廃による被害の拡大  

（農地・森林等の適切な整備） 
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  市民と事業者の協力を得て緑の保全・創出を図る必要がある。 

 

7－6）風評被害等による経済等への甚大な影響  

（行政による情報処理・発信体制の整備） 

  市からの災害情報発信については、防災行政無線だけでなく、防災行政無

線テレホンサービス及びもばら安全・安心メール等により発信しているが、 

防災行政無線戸別受信機等の確実に個人に伝達できる手段を整備する必要

がある。【1－3 再掲】 

 

８ 大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復でき 

る条件を整備する 

 

8－1）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態  

（災害廃棄物処理体制の構築） 

  災害発生時に円滑な災害廃棄物処理を行うため、長生郡市広域市町村圏

組合の災害廃棄物処理計画に基づき、業務を明確にし、国等の計画に合わせ

て逐次改正することが必要である。【2－6 再掲】 

（人的支援の受入れ体制の整備） 

  他の自治体等から人的支援を円滑に受け入れるため、災害時受援計画を

策定し、受援力の向上を図る必要がある。【2－2 再掲】 

 

 

8－2）復旧･復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に

精通した技術者等）の不足により、復旧・復興が大幅に遅れる事態  

（建設関係団体、他自治体等との協力体制の構築） 

  建設関係団体、他自治体等との災害復旧に関する協定を締結しているが、

平常時から協定締結先との連携を強化する必要がある。 

（人的支援の受入れ体制の整備） 

  他の自治体等から人的支援を円滑に受け入れるため、災害時受援計画を

策定し、受援力の向上を図る必要がある。 

【2－2 再掲】 

 

8－3）地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態  
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（地域防犯体制の充実） 

  防犯パトロール等の実施により、防犯活動の活性化に一定の効果がみら

れるが、地域防犯活動の一層の強化を図るため、更なる自主防犯団体の結成

が必要である。 

（地域におけるコミュニティ活動の推進） 

  多くの市民が地域活動に取り組めるように、自治会長連合会と連携しな

がら、自治会の加入を促進していく必要がある。 

（安全・安心な避難所の運営） 

  地域住民が主体となって避難所の開設運営を行う体制づくりについて

は、避難所運営委員会の結成促進を図るとともに、結成された組織の活動に

ついて活発化を図るため、研修などにより組織力や運営能力の向上を図り、

自立を促す必要がある。 

（地域における災害対応力の向上） 

  自主防災組織のカバー率は約 69％であることから、引き続き、自主防災

組織の結成を促進するとともに、訓練等による地域における災害対応力の

向上を図る必要がある。 

【1－1 再掲】 

（多様な主体に配慮した防災対策の推進） 

  地域防災計画等に男女共同参画の視点を取り入れるため、茂原市男女共

同参画社会づくり推進協議会・推進委員会の意見を防災対策に反映させる

必要がある。 

 

 

 

8－4）緊急輸送道路等の基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れる

事態  

（緊急輸送道路の確保） 

  災害発生等の緊急時に、避難・救助、物資の供給、施設の復旧等の応急対

策活動に使用する交通を確保するため、緊急輸送道路を定めている。 

  地震発生時における建築物の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を回避する

ため、耐震診断・耐震改修等を行う建築物の所有者向けに助成制度を実施し

ているが、利用実績が少ないことから、対象者への周知啓発を継続していく

必要がある。 

  また、緊急輸送道路などの無電柱化の取組が必要である。 

【2－1 再掲】 

（幹線道路の整備） 
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  大規模な延焼を防ぐ効果のほか、避難経路や物資輸送などに必要な都市

計画道路などの幹線道路ネットワークが不十分なため、未整備区間の整備

を推進する必要がある。【1－1 再掲】 

（橋梁の耐震化・架替) 

  橋梁の耐震化や架替を着実に実施し、災害など緊急時の輸送や避難時の

通行の安全を確保することが必要である。 

【2－1 再掲】 

（道路インフラ施設の老朽化対策） 

  災害などの緊急時の輸送や避難時の通行の安全を確保するため、道路イ

ンフラ施設の老朽化対策が必要である。 

 【2－1 再掲】 

 

8－5）広域地盤沈下等で広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興

が大幅に遅れる事態  

（下水道施設の耐震化・更新） 

  下水道幹線の耐震化を推進するとともに、耐用年数（50 年）を超えた下

水道管渠について、計画的な施設の更新を行う必要がある。 

また、老朽化した処理場・ポンプ施設の計画的な改築が必要である。 

 【6－3 再掲】 

 

  



 

 

 

 

アクションプラン編 
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第１章 リスクシナリオごとの事業 

     計画の実効性を確保し、国土強靭化を着実に進めていくためには、計

画事業について数値目標等を用いて適切に進捗管理を行っていく必

要がある。本章では、基本計画編・第 3章の対応方策に基づき、茂原

市総合計画と整合性を図りながら、計画事業の検討を行い、リスクシ

ナリオごとに整理をしている。この際、政策的な事業については、茂

原市総合計画の実施計画に位置付けた事業を行うものとする。 

     また、基本計画編・第 4章の重点化すべきプログラムに係るリスク 

     シナリオについては、その重要性に鑑み、リスクを回避するために効 

果的な事業を重点的に推進していく。 

 

１ 大規模自然災害が発生したときでも人命の保護が最大限図られる 

1－1）建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊による死傷者の発生 

【重点化プログラム】 

（公共建築物の耐震化等） 

●学校施設の環境整備（教育総務課） 

  学校施設の整備方針に基づき危険性及び緊急性を十分勘案した上で、施設

等の安全性の確保及び教育環境の充実を図る。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

トイレ改修 

工事 

小学校６校終了 

中学校２校終了 

― 

中学校１校 

小学校 6／12校終了 

中学校 3／5校終了 

外壁改修工事 
― 

― 

小学校１校 

中学校１校 

小学校 1／12校終了 

中学校 1／5校終了 

 

●市営住宅の集約化・長寿命化（建築課） 

  茂原市公共施設等総合管理計画及び茂原市市営住宅長寿命化計画に基づ

き、老朽化した市営住宅の集約化・長寿命化を図る。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

改善工事 【内部改善工事】 

長谷住宅、上茂原

西住宅 

【外部改善工事】 

長谷住宅 

計画的な改善工

事の実施 

対象：上茂原西、

八幡原、上茂原住

宅 

 

用途廃止 
真名住宅の入居者

移転の完了 

将来的な用途廃

止の実施 
対象：真名住宅 
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●福祉センターの計画的保全（社会福祉課） 

  利用者の安全と利便性を確保し、建物の長寿命化を図るため、福祉センター

の改修を行う。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

外壁の改修 
1か所（総合） 豊岡、五郷、豊

田、二宮、東郷 

6か所終了 

 

（市の防災拠点の耐震化等） 

●市庁舎の計画的保全（管財課） 

  利用者の安全と利便性を確保し、建物の長寿命化を図るため、市庁舎の改 

修を行う。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

設備等改修 空調機及び給排水

設備の一部修繕 

庁舎長寿命化計

画に基づき実施 

屋根・外壁・空調

（終了） 

 

（宅地耐震化の推進） 

●大規模盛土造成地の宅地耐震化推進事業（都市計画課） 

  大規模地震時に被害の生じる恐れのある大規模盛土造成地の安全性を把

握するとともに、安全性が不足する大規模盛土造成地については、宅地所有

者等の自主的な対策の取組の促進を図り、安全性確保のための事前対策を進

める。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

安全性の把握 

第二次スクリー

ニング 2/3箇所 

（地盤調査及び

安定計算による

安全性把握調査） 

茂原市大規模盛

土造成地二次ス

クリーン計画に

基づき実施 

完了 

 

（密集市街地の整備） 

●茂原駅前通り地区土地区画整理事業（都市整備課） 

良好な居住環境の形成を図るため、建物移転や幹線道路整備等により公  

共施設の整備を進める。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

都市計画道路築造 312.4ｍ 174.0ｍ 486.4ｍ 
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（幹線道路の整備） 

●道路改良事業（土木建設課） 

幹線道路（道路改良事業・交通安全施設整備事業・街路事業）の整備につい

ては、「茂原市道路整備プログラム」により整備を進める。 

  ・1級 28号線（千町地先） 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

道路改良工事 ― 200ｍ 完了 

 

  ・1級 30号線、2級 36号線（六ツ野地先） 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

道路改良工事 ― 100ｍ 着手 

 

  ・2級 11号線（墨田地先） 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

道路改良工事 ― 190ｍ 着手 

  

  ・2級 12号線（鷲巣地先）【鷲巣橋】 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

測量 ― 
路線測量 

用地測量 
着手 

設計 ― 
道路詳細設計 

橋梁設計 
着手 

道路改良工事 ― 橋梁架け替え 着手 

 

  ・2級 13号線（墨田地先）【八王子橋】 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

測量 ― 
路線測量 

用地測量 
着手 

設計 ― 
道路詳細設計 

橋梁設計 
着手 

道路改良工事 ― 190ｍ 着手 
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・3級 4010号線（庄吉地先） 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

測量 ― 路線測量 着手 

設計 ― 道路詳細設計 着手 

調査・用地取得 ― 用地取得 着手 

道路改良工事 ― 870m 着手 

 

  ・3級 5071号線（長尾地先）【大橋】 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

測量 ― 路線測量 着手 

設計 ― 道路詳細設計 着手 

調査・用地取得 ― 用地取得 着手 

道路改良工事 ― 
130m 

橋梁架け替え 
着手 

 

  ・3級 8097号線（早野地先）【第２石川橋】 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

道路改良工事 継続 
60m 

橋梁架け替え 
完了 

 

・2級 18号線（長谷地先） 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

測量 ― 路線測量 着手 

設計 ― 道路詳細設計 着手 

調査・用地取得 ― 用地取得 着手 

道路改良工事 ― 120ｍ 着手 

 

●交通安全施設整備事業（土木建設課） 

  ・1級 14号線（長尾地先） 

 



55 

 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

測量 ―  着手 

設計 ―  着手 

調査・用地取得 ― 用地取得 着手 

 

  ・1級 17号線（本納地先）【吾妻崎橋】 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

測量 着手 
路線測量 

用地測量 
継続 

設計 
着手 

着手 

道路詳細設計 

橋梁設計 

継続 

継続 

調査・用地取得 着手 用地取得 継続 

交通安全施設等整備 

工事 
― 300m 継続 

 

 ・3級 6101号線（谷本地先） 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

調査・用地取得 着手 用地取得 完了 

交通安全施設等整備 

工事 
継続 200m 完了 

 

・1級 8号線、1級 11号線（早野地先） 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

調査・用地取得 継続 用地取得 完了 

交通安全施設等整備 

工事 
継続 300m 完了 

測量 ― 
路線測量 

用地測量 
着手 

設計 ― 道路詳細設計 着手 

調査・用地取得 ― 用地取得 着手 

交通安全施設等整備 

工事 
― 280ｍ 着手 
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・1級 12号線（国府関地先） 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

交通安全施設等整備 

工事 
着手 300m 完了 

 

・3級 8172号線（綱島地先） 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

測量 ― 路線測量 完了 

設計 ― 道路詳細設計 完了 

 

・3級 7449号線（長谷地先） 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

測量 ― 路線測量 完了 

設計 ― 道路詳細設計 完了 

 

・法定外道路（早野新田地先） 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

測量 ― 路線測量 完了 

設計 ― 道路詳細設計 完了 

 

     ●街路事業（土木建設課） 

   ・桑原八千代線 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

測量 － 
路線測量 

用地測量 
着手 

設計 継続 道路詳細設計 継続 

調査・用地取得 継続 用地取得 継続 

街路工事 継続 188.9m 継続 
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  ・小林浜町線 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

測量 完了 路線測量 － 

設計 完了 道路詳細設計 － 

調査・用地取得 継続 用地取得 継続 

 

（地域における災害対応力の向上） 

●自主防災組織の結成促進及び活動支援（防災対策課） 

  地域防災力の向上を図るため、自主防災組織の結成を促進するとともに、 

出前講座や訓練支援により、災害対応力の向上を図る。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

自主防災組織の結成 94組織 1組織増/年 97組織 

出前講座・訓練支援 18回／年実施 18回／年実施 ― 

資機材購入等の補助 実施 継続 継続 

避難所協力団体等へ

の補助 
実施 継続 継続 

自主防災組織リーダ

ー育成研修会の実施 
実施 継続 継続 

 

●防災リーダーの養成（防災対策課） 

  地域防災力の向上を図るため、継続的に災害対策コーディネーターを養 

成する。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

災害対策コーディネ

ーター養成講座 
3回 1回／3年実施 4回 

 

（避難行動要支援者の支援体制の強化） 

●避難行動要支援者の支援体制の強化（社会福祉課） 

   災害時の避難行動要支援者の支援体制を強化するため、避難行動要支援  

者名簿を自治会や自主防災組織等に提供する。 
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取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

避難行動要支援者名

簿の提供 

６か所/年 ４か所追加 １０か所/年 

 

●福祉センターにおける避難所機能の向上（社会福祉課） 

   利用者の安全と利便性を確保し、避難所機能の向上を図るため、福祉セン  

ターの設備改修を行う。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

トイレ改修 

（洋式化等） 

6か所（総合、豊

岡、五郷、豊田、

二宮、東郷） 

洋式化率の向上、洗

浄機能付き暖房便座

の設置率の向上 

改修実施率の

向上 

非常用蓄電池

設備更新 
－ 総合 完了 

照明器具改修

（LED化） 
－ 

総合、豊岡、五郷、

豊田、二宮、東郷 
6か所完了 

エレベーター

増築 

4か所（総合、豊田、

二宮、東郷） 
五郷 完了 

 

（家具転倒防止対策の強化） 

●各家庭における家具転倒防止対策の実施率向上（防災対策課） 

各家庭において、家具転倒防止対策の実施率を向上させるため、市ホーム  

ページや広報誌等による啓発を行う。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

啓発の実施 

市公式ウェブサ

イト・広報誌等に

よる啓発の実施 

市公式ウェブサ

イト・広報誌等に

よる啓発の実施 

対策実施率の向上 

 

（二次被害の防止） 

●被災宅地危険度判定体制の確保（都市計画課） 

 大規模な地震又は降雨等により宅地が被災した場合、被害の発生状況を 

迅速かつ的確に把握し、二次被害の防止・軽減を図るための被災宅地危 

険度判定の実施体制を整備する。 

取組項目 R7年度末 計画内容 R10年度末 

被災宅地危

険度判定士

47人 

（土木・建築職員の７
実施 

土木・建築職員の７

割取得。ただし受講
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の確保 割取得。ただし受講資

格のない職員を除く） 

資格のない職員を除

く 

 

1－2）建物・交通施設等の火災による死傷者の発生  

（民間建築物等の防火体制の整備） 

●火災危険性の高い防火対象物等への査察業務等の推進 

  【長生郡市広域市町村圏組合消防本部の計画】 

●感震ブレーカーの設置推進（防災対策課） 

 感震ブレーカーの設置を推進し、通電火災を防止する。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

普及啓発 
出前講座等の機会に

説明 
継続 実施 

 

（公共建築物の耐震化等） 

●学校施設の環境整備（教育総務課）【1-1再掲】 

●市営住宅の集約化・長寿命化（建築課）【1-1再掲】 

●福祉センターの計画的保全（社会福祉課）【1-1再掲】 

 

（幹線道路の整備） 

●道路改良事業（土木建設課）【1-1再掲】 

●交通安全施設整備事業（土木建設課）【1-1 再掲】 

●街路事業（土木建設課）【1-1再掲】 

 

（常備消防の強化） 

●消防車両の更新 

  【長生郡市広域市町村圏組合消防本部の計画】 

 

（消防団の強化） 

●消防団活動体制の充実  

  【長生郡市広域市町村圏組合消防本部の計画】 

 

（消防水利の整備） 

●消防水利の整備  

  【長生郡市広域市町村圏組合消防本部の計画】 
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（地域における災害対応力の向上） 

●自主防災組織の結成促進及び活動支援（防災対策課）【1-1再掲】 

●防災リーダーの養成（防災対策課）【1-1再掲】 

 

1－3）大規模津波等による多数の死者の発生  

（津波被害の発生予防） 

●津波避難計画の説明会の実施（防災対策課） 

津波浸水想定区域の住民に対し、茂原市津波避難計画について説明し、津  

波発生時の対応行動について、周知徹底する。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

説明会の実施 R1実施済 
必要に応じて実

施 
   ― 

 

（行政による情報処理・発信体制の整備） 

●防災行政無線の整備（防災対策課） 

  災害発生時における緊急情報の伝達手段を確保するため、防災行政無線 

の整備及び安全・安心メールの推進。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

子局等の更新 調査 検討 必要に応じ整備 

安全・安心メールの

推進及び登録者数

の促進 

6202名 100名／年 6502名 

 

●避難所における通信環境の整備（防災対策課） 

   大規模災害発生時に避難者が安否情報や支援情報などを速やかに収集・  

伝達できるように、避難所の通信環境を整備する。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

避難所における

Wi-Fi環境の整備 
調査 検討 必要に応じ整備 

 

（地域における災害対応力の向上） 

●自主防災組織の結成促進及び活動支援（防災対策課）【1-1再掲】 

●防災リーダーの養成（防災対策課）【1-1再掲】 
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1－4）異常気象等による広域かつ長期的な市街地等の浸水による死傷者の発

生  

【重点化プログラム】 

（浸水対策の推進） 

●河川改修（土木建設課） 

  流域内の浸水被害を軽減するため、準用河川を改修する。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

梅田川の改修 
第二石川橋下部

工完了 

河道改修（第２石

川橋の架け替え） 

第２石川橋周辺

護岸整備 

乗川の改修 
用 地 取 得 率 約

62% 

用地取得  

 

用 地 取 得 率 約

65% 

 

●内水対策（土木建設課、下水道課） 

  内水氾濫による浸水被害を軽減するため、排水施設等を整備する。 

 取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

排水施設等の整備 

R5.9.8大雨によ

る内水対策検討 

東茂原地先排水

路整備の完成 

排水施設や貯

留施設の設置 

 

内水対策基本計

画・雨水管理総

合計画に基づく

排水施設等の整

備 

 

●ため池による流出抑制（農政課） 

  浸水被害を軽減するため、ため池の貯水機能を活用した流出抑制対策を

行う。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

水位調整管理 28箇所 継続 29箇所 

 

1－5）大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生のみならず、後年度に 

  わたり脆弱性が高まる事態  

【重点化プログラム】 

（土砂災害に関する意識啓発） 

●ハザードマップの修正（土木管理課・防災対策課） 

 最新の浸水想定及び水害の状況を反映したものを令和２年度に作成配布 

し、県が指定する土砂災害警戒区域について修正したものを３年度に配布 

したが、今後更に指定する土砂災害警戒区域について修正し、周知する。 
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取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

土砂災害警戒区域

の修正 
342か所掲載 修正 

県が指定した土

砂災害警戒区域

をすべて掲載 

 

（宅地耐震化の推進） 

●大規模盛土造成地の宅地耐震化推進事業（都市計画課）【1-1再掲】 

 

1－6）情報伝達の不備等による避難行動の遅れ等で多数の死傷者の発生 

【重点化プログラム】 

（行政による情報処理・発信体制の整備） 

●防災行政無線の整備（防災対策課）【1-3再掲】 

●避難所における通信環境の整備（防災対策課）【1-3再掲】 

（避難行動要支援者の支援体制の強化） 

●避難行動要支援者の支援体制の強化（社会福祉課）【1-1再掲】 

 ●福祉センターにおける避難所機能の向上（社会福祉課）【1-1再掲】 

 

２ 大規模自然災害発生直後から救助・救急、医療活動等が迅速に行われる 

2－1）被災地での食料・飲料水等、生命に関わる物資供給の長期停止 

【重点化プログラム】  

（被災地における物資の確保） 

 ●防災備蓄品の整備（防災対策課） 

  災害時の避難支援体制を強化するため、防災備蓄品を拡充する。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

防災備蓄品の整備 実施 継続 充足率等の向上 

 

（応急給水体制の整備） 

●飲料水兼用耐震性貯水槽の保守（防災対策課） 

  市内に 11 か所ある飲料水兼用耐震性貯水槽の機能を確保できるように定

期的に保守を行う。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

飲料水兼用耐震性

貯水槽の保守 
実施 実施 機能の確保 
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（広域災害物資供給拠点の整備） 

●広域災害物資供給拠点の検討（防災対策課） 

  市内外の倉庫・運輸事業者との協議を通じ広域災害物資供給拠点の観点か

ら検討する。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

広域災害物資供給

拠点の検討 
調査 検討 必要に応じ整備 

 

（幹線道路の整備） 

●道路改良事業（土木建設課）【1-1再掲】 

●交通安全施設整備事業（土木建設課）【1-1 再掲】 

●街路事業（土木建設課）【1-1再掲】 

 

（道路インフラ施設の老朽化対策） 

●橋梁の老朽化対策（土木管理課） 

 「茂原市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、下記 2 橋梁の修繕を推進する

とともに、182橋梁の点検を 5か年毎に実施する。 

  ・市道 1級 1号線（明光橋） 

  ・市道 2級 19号線（大源橋） 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

修繕 調査設計 工事の実施 工事終了 

点検 実施 実施 実施 

 

●トンネルの老朽化対策（土木管理課） 

 「道路トンネル修繕計画」に基づき、下記 6トンネルの修繕を推進すると 

ともに、令和 10年度にトンネルの点検を実施する。 

  ・市道 2級 25号線（渋谷隧道） 

  ・市道 3級 4020号線（戸田谷トンネル） 

  ・市道 3級 4042号線（細田トンネル） 

  ・市道 3級 4043号線（林トンネル） 

・市道 3級 5065号線（御領トンネル） 

・市道 3級 5074号線（長谷トンネル） 
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取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

修繕 ― 必要に応じ工事 必要に応じ工事 

点検 ― 実施（R10） 実施 

 

●舗装・道路附属物等の修繕（土木管理課） 

 「舗装個別施設計画」及び「道路附属物等個別施設計画」に基づき、点検・ 

修繕を推進する。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

舗装・道路附属物等

の修繕 

工事実施 

調査 

工事実施 

点検、計画の見

直し（R10） 

工事実施 

点検、計画の見

直し 

 

（水道施設の耐震化・更新） 

 ●浄水場及び配水管等の耐震化 

 【長生郡市広域市町村圏組合水道部の計画】 

 

2－2）自衛隊、警察、消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

【重点化プログラム】 

（救急医療関係者の災害対応力の向上） 

 ●救急救命士の数的・質的な維持 

 【長生郡市広域市町村圏組合消防本部の計画】 

 

（人的支援の受入れ体制の整備） 

 ●災害時受援計画による対応（防災対策課） 

  災害時受援計画を策定し、職員に対して計画の習熟を図る。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

災害時受援計画の策定 策定済 必要に応じ見直し ― 

 

（常備消防の強化） 

●消防車両の更新【1-2 再掲】 

 

（消防団の強化） 

●消防団活動体制の充実【1-2再掲】 
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（消防水利の整備） 

●消防水利の整備【1-2 再掲】 

 

2－3）救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶  

（消防署等における非常用発電設備等の確保） 

●消防署等における非常用発電設備の整備 

【長生郡市広域市町村圏組合消防本部の計画】 

 

2－4）想定を超える大量かつ長期の帰宅困難者への食料・飲料水等の供給不 

足  

（帰宅困難者に向けた支援設備の整備） 

●帰宅困難者用備蓄品の整備（防災対策課） 

 避難者の備蓄品と同様に、帰宅困難者用の備蓄品を整備する。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

防災備蓄品の整備 実施 継続 充足率等の向上 

 

2－5）医療施設の被災・絶対的不足、支援ルートの途絶による医療機能の麻痺 

【重点化プログラム】 

（救急医療関係者の災害対応力の向上） 

 ●救急救命士の数的・質的な維持【2-2再掲】 

 

（幹線道路の整備） 

●道路改良事業（土木建設課）【1-1再掲】 

●交通安全施設整備事業（土木建設課）【1-1 再掲】 

●街路事業（土木建設課）【1-1再掲】 

 

（道路インフラ施設の老朽化対策） 

●橋梁の老朽化対策（土木管理課）【2-1再掲】 

●トンネルの老朽化対策（土木管理課）【2-1 再掲】 

●舗装・道路附属物等の修繕（土木管理課）【2-1再掲】 

 

（人的支援の受入れ体制の整備） 

●災害時受援計画による対応（防災対策課）【2-2再掲】 

 

2－6）被災地における熱中症・疫病・感染症等の大規模発生  
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（避難所における熱中症対策） 

●避難所となる学校における空調機の整備(教育総務課) 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

空調機更新 

工事 

小学校 3校終了 

－ 

小学校 7校 

中学校 4校 

小学校 10校終了 

中学校 4校終了 

 

（避難所での衛生管理） 

●衛生用品等の備蓄（防災対策課） 

  被災者支援体制を強化するため、マスクや消毒液等の備蓄を拡充する。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

衛生用品等の整備 実施済 継続 充足率等の向上 

パーティションの

整備 
実施済 継続 充足率等の向上 

 

（し尿処理体制の構築） 

●災害用トイレの備蓄（防災対策課） 

 1基／50人を基準として簡易トイレを整備する。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

災害用トイレの整

備 
実施 継続 充足率等の向上 

 

（救急医療関係者の災害対応力の向上） 

 ●救急救命士の数的・質的な維持【2-2再掲】 

 

３ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する 

3－1）市の職員・施設等の被災による機能の大幅な低下 

【重点化プログラム】  

（業務継続体制の構築） 

 ●業務継続計画<震災編>による対応（防災対策課） 

  継続的に見直しを行うとともに、職員に対して計画の習熟を図る。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

計画の見直し ― 実施 実施 
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（市の防災拠点の耐震化等） 

●市庁舎の計画的保全（管財課）【1-1再掲】 

 

（行政による情報処理・発信体制の整備） 

●防災行政無線の整備（防災対策課）【1-3再掲】 

●避難所における通信環境の整備（防災対策課）【1-3再掲】 

 

４ 大規模自然災害発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する 

4－1）電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止  

【重点化プログラム】 

 

4－2）郵便事業の長期停止による種々の重要な郵便物が送達できない事態 

（郵便局の耐震化及び事業継続体制の構築） 

【日本郵便株式会社茂原郵便局の計画】 

 

５ 大規模自然災害発生後であっても、経済活動（サプライチェーンを含む。）

を機能不全に陥らせない 

5－1）サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下 

【重点化プログラム】 

（幹線道路の整備） 

●道路改良事業（土木建設課）【1-1再掲】 

●交通安全施設整備事業（土木建設課）【1-1 再掲】 

●街路事業（土木建設課）【1-1再掲】 

 

5－2）社会経済活動、サプライチェーンの維持に必要なエネルギー供給の停 

  止 

（民間建築物等の防火体制の整備） 

●火災危険性の高い防火対象物等への査察業務等の推進【1-2再掲】 

●感震ブレーカーの設置推進（防災対策課）【1-2再掲】 

 

5－3）重要な産業施設の損壊、火災、爆発等  

（民間建築物等の防火体制の整備） 

●火災危険性の高い防火対象物等への査察業務等の推進【1-2再掲】 

●感震ブレーカーの設置推進（防災対策課）【1-2再掲】 

 

5－4）基幹的陸上海上交通ネットワークの機能停止 
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【重点化プログラム】 

（幹線道路の整備） 

●道路改良事業（土木建設課）【1-1再掲】 

●交通安全施設整備事業（土木建設課）【1-1 再掲】 

●街路事業（土木建設課）【1-1再掲】 

 

（道路インフラ施設の老朽化対策） 

●橋梁の老朽化対策（土木管理課）【2-1再掲】 

●トンネルの老朽化対策（土木管理課）【2-1 再掲】 

●舗装・道路附属物等の修繕（土木管理課）【2-1再掲】 

 

5－5）食料等の安定供給の停滞 

【重点化プログラム】  

（被災地における物資の確保） 

●防災備蓄品の整備（防災対策課）【2-1再掲】 

（応急給水体制の整備） 

●飲料水兼用耐震性貯水槽の保守（防災対策課）【2-1再掲】 

 

（広域災害物資供給拠点の整備） 

●広域災害物資供給拠点の検討（防災対策課）【2-1再掲】 

 

（幹線道路の整備） 

●道路改良事業（土木建設課）【1-1再掲】 

●交通安全施設整備事業（土木建設課）【1-1 再掲】 

●街路事業（土木建設課）【1-1再掲】 

 

（水道施設の耐震化・更新） 

 ●浄水場及び配水管等の耐震化【2-1再掲】 

 

5－6）金融サービス等の機能停止により商取引に甚大な影響が発生する事態 

 

６ 大規模自然災害発生後であっても、生活・経済活動に必要最低限の電気、ガ

ス、上下水道、燃料、交通ネットワーク等を確保するとともに、これらの早期

復旧を図る 

6－1）電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や都市ガス供給、石 

油・ＬＰガスサプライチェーン等の機能停止 
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【重点化プログラム】  

（ライフライン事業者との連携の強化） 

●ライフライン事業者との協定等の締結（防災対策課） 

 ライフライン事業者と協定等を締結し、連携を強化する。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

東京電力パワーグ

リッド（株） 
締結済 必要に応じ見直し 継続 

千葉県石油商業 

組合茂原支部 
締結済 必要に応じ見直し 継続 

 

6－2）上水道等の長期間にわたる供給停止 

【重点化プログラム】 

（応急給水体制の整備） 

●飲料水兼用耐震性貯水槽の保守（防災対策課）【2-1再掲】 

（水道施設の耐震化・更新） 

●浄水場及び配水管等の耐震化【2-1再掲】 

 

6－3）汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止  

（下水道施設の耐震化・耐水化・更新） 

●下水道施設の耐震化・耐水化（下水道課） 

 地震発生時に下水道の処理機能を確保するため、処理場・ポンプ場の耐震

化・耐水化を進める。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

処理場・ポンプ場の

耐震化 
1か所（継続） 1か所 1か所（継続） 

処理場・ポンプ場の

耐水化 
1か所（継続） 1か所 1か所（継続） 

 

●下水道施設の改築（下水道課） 

   良好な生活環境を守り、安定的な下水道サービスを提供するため、下水道

施設の適正な維持管理及び計画的な改築修繕を行う。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

管路施設のカメラ調

査・点検 
120km 72km 192km 

管渠の改築 2.1㎞ 1㎞ 3.1㎞ 
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処理場（機械・電気設

備）の改築 
1か所（継続） １施設/年 1か所（継続） 

ポンプ場（機械・電気

設備）の改築 
1か所（継続） 1か所 1か所（継続） 

マンホール蓋の更新 181個 100個 281個 

 

●農業集落排水施設の改修（農政課） 

農村の生活環境を保全するため、農業集落排水施設の老朽化した施設を改修

する。  

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

農業集落排水施

設の改修 

工事 必要に応じ工事 必要に応じ工事 

 

（合併処理浄化槽への転換促進） 

●合併処理浄化槽への転換（環境保全課） 

 老朽化した単独処理浄化槽等から災害に強い合併処理浄化槽へ転換する。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

合併処理浄化槽

への転換 
3,593基 63基 3,656基 

 

6－4）地域交通ネットワークが分断する事態 

（幹線道路の整備） 

●道路改良事業（土木建設課）【1-1再掲】 

●交通安全施設整備事業（土木建設課）【1-1 再掲】 

●街路事業（土木建設課）【1-1再掲】 

 

（道路インフラ施設の老朽化対策） 

●橋梁の老朽化対策（土木管理課）【2-1再掲】 

●トンネルの老朽化対策（土木管理課）【2-1 再掲】 

●舗装・道路附属物等の修繕（土木管理課）【2-1再掲】 

 

6－5）異常渇水等による用水の供給の途絶  

 

７ 制御不能な二次災害を発生させない 

7－1）地震に伴う市街地での大規模火災の発生 
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（公共建築物の耐震化等） 

●学校施設の環境整備（教育総務課）【1-1再掲】 

●市営住宅の集約化・長寿命化（建築課）【1-1再掲】 

●福祉センターの計画的保全（社会福祉課）【1-1再掲】 

 

（民間建築物等の防火体制の整備） 

●火災危険性の高い防火対象物等への査察業務等の推進【1-2再掲】 

●感震ブレーカーの設置推進（防災対策課）【1-2再掲】 

 

（密集市街地の整備） 

 ●茂原駅前通り地区土地区画整理事業（都市整備課）【1-1再掲】 

 

（幹線道路の整備） 

●道路改良事業（土木建設課）【1-1再掲】 

●交通安全施設整備事業（土木建設課）【1-1 再掲】 

●街路事業（土木建設課）【1-1再掲】 

 

（常備消防の強化） 

●消防車両の更新【1-2 再掲】 

（消防団の強化） 

●消防団活動体制の充実【1-2再掲】  

 

（消防水利の整備） 

●消防水利の整備【1-2 再掲】  

   

（地域における災害対応力の向上） 

●自主防災組織の結成促進及び活動支援（防災対策課）【1-1再掲】 

 ●防災リーダーの養成（防災対策課）【1-1 再掲】 

 

7－2）沿線・沿道の建物崩壊による直接的な被害及び交通麻痺 

（密集市街地の整備） 

 ●茂原駅前通り地区土地区画整理事業（都市整備課）【1-1再掲】 

 

7－3）ため池、防災施設、天然ダム、排水ポンプ等の損壊・機能不全による

二次災害の発生 

（農業用施設の整備） 
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●農業用施設の整備（農政課） 

 農業用施設について、計画的な改修や補修整備を行う。 

 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ10年度末 

二重堤堰 測量設計 改修工事 工事 

桶尻堰 － 改修工事 工事 

平曽根水路 － 改修工事 設計 

鷲巣水路 － 改修工事 測量・設計 

 

（土砂災害に関する意識啓発） 

●ハザードマップの修正（土木管理課、防災対策課）【1-5再掲】 

 

（下水道施設の耐震化・更新） 

●下水道施設の耐震化（下水道課）【6-3再掲】 

●下水道施設の改築（下水道課）【6-3再掲】 

●農業集落排水施設の改修（農政課）【6-3再掲】 

 

（津波被害の発生予防） 

●津波避難計画の説明会の実施（防災対策課）【1-3再掲】 

 

7－4）有害物質の大規模拡散・流出 

（民間建築物等の防火体制の整備） 

●火災危険性の高い防火対象物等への査察業務等の推進【1-2再掲】 

●感震ブレーカーの設置推進（防災対策課）【1-2再掲】 

 

7－5）農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

【重点化プログラム】 

 （農地・森林等の適切な整備） 

  ●農地・森林等の適切な整備（農政課） 

 森林の良好な環境の保全を図るため、森林環境整備基本計画に基づき森

林整備を行う。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ10年度末 

民有林（人工林） 

森林環境整備

基本計画内の

Ａ地区（4箇

所） 

伐採箇所選定 

皆伐・植栽の

実施 

森林環境整備

基本計画内の

Ａ地区（7箇

所） 
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7－6）風評被害等による経済等への甚大な影響 

（行政による情報処理・発信体制の整備） 

●防災行政無線の整備（防災対策課）【1-3再掲】 

●避難所における通信環境の整備（防災対策課）【1-3再掲】 

 

８ 大規模自然災害発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建・回復でき

る条件を整備する 

8－1）大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅 

れる事態  

【重点化プログラム】 

（人的支援の受入れ体制の整備） 

 ●災害時受援計画による対応（防災対策課）【2-2再掲】 

 

8－2）復旧･復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に

精通した技術者等）の不足により、復旧・復興が大幅に遅れる事態  

（人的支援の受入れ体制の整備） 

 ●災害時受援計画による対応（防災対策課）【2-2再掲】 

 

8－3）地域コミュニティの崩壊、治安の悪化等により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態  

（地域防犯体制の充実） 

●防犯カメラの設置管理（生活課） 

犯罪の抑止、予防、再発防止等のため、必要と認められる場所に防犯カメ

ラを設置する。 

 

●防犯パトロールの支援推進（生活課） 

地域防犯力の向上のため、防犯組合等が継続的に活動できるよう、必要な

物品の配布回数等を見直し、支援を強化する。 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

防犯組合等への 

物品支援 

防犯組合 10支部 

自主防犯団体 38 団

体 

 

自主防犯団体 1

団体増 

防犯組合 10支

部 

自主防犯団体

39団体 

 

●地域におけるコミュニティ活動の推進（生活課） 

住民同士の助け合い、支え合いによる地域運営が持続可能となる体制づ 
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くりを進めるため、地域まちづくり協議会の設置を促進する。 

 

取組項目 Ｒ７年度末 計画内容 Ｒ１０年度末 

地域まちづくり 

協議会の設置 

3地区 2地区増 5地区 

 

（地域における災害対応力の向上） 

●自主防災組織の結成促進及び活動支援（防災対策課）【1-1再掲】 

●防災リーダーの養成（防災対策課）【1-1再掲】 

 

8－4）緊急輸送道路等の基幹インフラの損壊により復旧・復興が大幅に遅れ 

る事態  

（幹線道路の整備） 

●道路改良事業（土木建設課）【1-1再掲】 

●交通安全施設整備事業（土木建設課）【1-1 再掲】 

●街路事業（土木建設課）【1-1再掲】 

（道路インフラ施設の老朽化対策） 

●橋梁の老朽化対策（土木管理課）【2-1再掲】 

●トンネルの老朽化対策（土木管理課）【2-1 再掲】 

●舗装・道路附属物等の修繕（土木管理課）【2-1再掲】 

 

8－5）広域地盤沈下等で広域・長期にわたる浸水被害の発生により復旧・復興 

が大幅に遅れる事態 

【重点化プログラム】 

（下水道施設の耐震化・更新） 

●下水道施設の耐震化（下水道課）【6-3再掲】 

●下水道施設の改築（下水道課）【6-3再掲】 

●農業集落排水施設の改修（農政課）【6-3再掲】 
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第２章 施策分野ごとの事業 

     第１章では、リスクシナリオごとに個別事業を整理しており、本章で 

  は各リスクシナリオ間での事業の重複をなくすとともに、事業の担当課 

等をわかりやすく示すため、施策分野ごとに個別事業を整理している。   

このため、複数の施策分野に該当する事業であっても、再掲はせず、 

 主たる施策分野のみに掲載している。 

       ただし、事業は一つの担当課だけで実現できるものでなく、関係課が    

連携して目標の達成に向けて事業を推進していく必要がある。 

    ※重点化プログラムは事業名に下線を引き、事業名欄に重と表示 

 

 １ 教育文化 

No. 事業名 事業概要 担当課等 
リスク 

シナリオ 

1 

学校施設

の環境整備 

   重 

学校施設の整備方針に基づき危険

性及び緊急性を十分勘案した上で、施

設等の安全性の確保及び教育環境の

充実を図る。また、統廃合による施設

の整備等についても、学校施設の整備

方針との整合性を図りながら、良好な

教育環境を確保する。 

教 育 総 務

課 

1-1､1-2 

7-1 

2 

各小学校

空調設備更

新工事 

重 

小学校の良好な教育環境の充実を

図る 
教 育 総 務

課 
2-6 

 

２ 健康福祉 

No. 事業名 事業概要 担当課等 
リスク 

シナリオ 

1 

福祉セン

ターの計画

的保全 重 

利用者の安全と利便性を確保し、建

物の長寿命化を図るため、福祉センタ

ーの改修を行う。 

社 会 福 祉

課 

1-1､1-2 

7-1 

 

３ 都市環境 

No. 事業名 事業概要 担当課等 
リスク 

シナリオ 

1 

市営住宅

の集約化・

長寿命化重 

茂原市公共施設等総合管理計画及

び茂原市市営住宅長寿命化計画に基

づき、老朽化した市営住宅の集約

化・長寿命化を図る。 

建築課 
1-1､1-2 

7-1 
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2 
河川改修 

   重 

流域内の浸水被害を軽減するため、

準用河川を改修する。  
土 木 建 設

課 
1-4 

3 
内水対策 

   重 

内水氾濫による浸水被害を軽減す

るため、排水施設等を整備する。 

土 木 建 設

課・下水道

課 

1-4 

4 

ため池に

よる流出抑

制   重 

浸水被害を軽減するため、ため池の

貯水機能を活用した流出抑制対策を

行う。 
農政課 1-4 

5 

下水道施

設の耐震化 

重 

地震発生時に下水道の処理機能を

確保するため、処理場の耐震化を進め

る。 

下水道課 
6-3､7-3 

8-5 

6 

下水道施

設の改築 

重 

良好な生活環境を守り、安定的な下

水道サービスを提供するため、下水道

施設の適正な維持管理及び計画的な

改築修繕を行う。 

下水道課 
6-3､7-3 

8-5 

7 

農業集落

排水施設の

改修 重 

農村の生活環境を保全するため、農

業集落排水施設の老朽化した施設を

改修する。  
農政課 

6-3､7-3 

8-5 

8 

合併処理

浄化槽への

転換 

老朽化した単独処理浄化槽等から

災害に強い合併処理浄化槽へ転換す

る。 

環 境 保 全

課 
6-3 

9 

防犯カメ

ラの設置管

理 

犯罪の抑止、予防、再発防止等のた

め、必要と認められる場所に防犯カメ

ラを設置する。 

生活課 8-3 

10 

防犯パト

ロールの支

援推進 

地域防犯力の向上のため、防犯組合

等が継続的に活動できるよう、必要な

物品の配布回数等を見直し、支援を強

化する。 

生活課 8-3 

11 

地域にお

けるコミュ

ニティ活動

の推進 

住民同士の助け合い、支え合いによ

る地域運営が持続可能となる体制づ

くりを進めるため、地域まちづくり協

議会の設置を促進する。 

生活課 8-3 

11 

大規模盛

土造成地の

宅地耐震化

推進事業 

   重 

大規模地震時における宅地の被害

を防止・軽減するため、大規模盛土造

成地の安全性の把握・対策工事等の計

画的な取組を推進する。 

都 市 計 画

課 
1-1､1-5 

12 

茂原駅前

通り地区土

地区画整理

事業  重 

 良好な居住環境の形成を図るため、

建物移転や幹線道路整備等により公

共施設の整備を進める。 
都 市 整 備

課 

1-1､7-1 

7-2 

13 
道路改良

事業  重 

「茂原市道路整備プログラム」により

整備を進める。 土 木 建 設

課 

1-1､1-2 

2-1､2-5 

5-1､5-4 

5-5､6-4 
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7-1､8-4 

14 

交通安全

施設整備事

業   重 

「茂原市道路整備プログラム」により

整備を進める。 
土 木 建 設

課 

1-1､1-2 

2-1､2-5 

5-1､5-4 

5-5､6-4 

7-1､8-4 

15 
街路事業 

   重 

「茂原市道路整備プログラム」により

整備を進める。 
土 木 建 設

課 

1-1､1-2 

2-1､2-5 

5-1､5-4 

5-5､6-4 

7-1､8-4 

16 

橋梁の老

朽化対策  

   重 

「茂原市橋梁長寿命化修繕計画」に基

づき、5橋梁の修繕を推進するととも

に、183橋梁の点検を 5か年毎に実施

する。 

土 木 管 理

課 

2-1､2-5 

5-4､6-4 

8-4 

17 

トンネル

の老朽化対

策   重 

「道路トンネル修繕計画」に基づき、

6 トンネルの修繕を推進するととも

に、令和 5年度 にトンネルの点検を

実施する。 

土 木 管 理

課 

2-1､2-5 

5-4､6-4 

8-4 

18 

舗装・道

路附属物等

の修繕 重 

「舗装個別施設計画」及び「道路附属

物等個別施設計画」に基づき、点検・

修繕を推進する。 

土 木 管 理

課 

2-1､2-5 

5-4､6-4 

8-4 

19 

ライフラ

イン事業者

との協定等

の締結 重 

 ライフライン事業者と協定等を締

結し、連携を強化する。 防 災 対 策

課 
6-1 

 

４ 産業振興 

No. 事業名 事業概要 担当課等 
リスク 

シナリオ 

1 
農業用施

設の整備   

農業用施設について、計画的な改修

や補修整備を行う。 
農政課 7-3 

2 

農地・森

林等の適切

な整備 重 

森林の良好な環境の保全を図るた

め、森林環境整備基本計画に基づき森

林整備を行う。 
農政課 7-5 

 

５ 市民自治 

No. 事業名 事業概要 担当課等 
リスク 

シナリオ 

1 

市庁舎の

計画的保全 

   重 

利用者の安全と利便性を確保し、建

物の長寿命化を図るため、市庁舎の改

修を行う。 
管財課 1-1､3-1 

 



78 

 

６ 安全安心 

No. 事業名 事業概要 担当課等 
リスク 

シナリオ 

1 

自主防災

組織の結成

促進及び活

動支援 重 

地域防災力の向上を図るため、自主

防災組織の結成を促進するとともに、 

出前講座や訓練支援により、災害対応

力の向上を図る。 

防 災 対 策

課 

1-1､1-2 

1-3､7-1 

2 

防災リー

ダーの養成 

   重 

地域防災力の向上を図るため、継続

的に災害対策コーディネーターを養

成する。 

防 災 対 策

課 

1-1､1-2 

1-3､7-1 

3 

避難行動

要支援者の

支援体制の

強化  重 

災害時の避難行動要支援者の支援

体制を強化するため、避難行動要支援  

者名簿を自治会や自主防災組織等に

提供する。 

社 会 福 祉

課 
1-1､1-6 

4 

福祉セン

ターにおけ

る避難所機

能の向上 

   重 

利用者の安全と利便性を確保し、避

難所機能の向上を図るため、福祉セン

ターの設備改修を行う。 
社 会 福 祉

課 
1-1､1-6 

5 

各家庭に

おける家具

転倒防止対

策の実施率

向上  重 

各家庭において、家具転倒防止対策

の実施率を向上させるため、市ホーム

ページや広報誌等による啓発を行う。 
防 災 対 策

課 
1-1 

6 

被災宅地

危険度判定

体制の確保 

   重 

大規模な地震又は降雨等により宅

地が被災した場合、被害の発生状況を

迅速かつ的確に把握し、二次被害の防

止・軽減を図るための被災宅地危険度

判定の実施体制を整備する。 

都 市 計 画

課 
1-1 

7 

感震ブレ

ーカーの設

置推進 

感震ブレーカーの設置を推進し、通

電火災を防止する。 
防 災 対 策

課 

1-2､5-2 

5-3､7-1 

7-4 

8 

津波避難

計画の説明

会の実施 

津波浸水想定区域の住民に対し、茂

原市津波避難計画について説明し、津

波発生時の対応行動について、周知徹

底する。 

防 災 対 策

課 
1-3､7-3 

9 

防災行政

無線の整備 

重 

災害発生時における緊急情報の伝

達手段を確保するため、防災行政無線 

の整備及び安全・安心メールの推進を

図る。 

防 災 対 策

課 

1-3､1-6 

3-1､7-6 

10 

避難所に

おける通信

環境の整備 

重 

大規模災害発生時に避難者が安否

情報や支援情報などを速やかに収集・  

伝達できるように、避難所の通信環境

を整備する。 

防 災 対 策

課 

1-3､1-6 

3-1､7-6 
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11 

ハザード

マップの修

正   重 

最新の浸水想定及び水害の状況を

反映したものを作成し、危険区域を周

知する。 

土 木 管 理

課 防 災 対

策課 

1-5､7-3 

12 

防災備蓄

品の整備 

重 

災害時の避難支援体制を強化する

ため、防災備蓄品を拡充する。 
防 災 対 策

課 
2-1､5-5 

13 

飲料水兼

用耐震性貯

水槽の保守 

重 

市内に 11 か所ある飲料水兼用耐震

性貯水槽の機能を確保できるように

定期的に保守を行う。 
防 災 対 策

課 

2-1､5-5 

6-2 

14 

広域災害

物資供給拠

点の検討 

重 

令和元年度末に廃校となった西陵

中学校の校舎等の利用について、広域

災害物資供給拠点の観点から検討す

る。 

防 災 対 策

課 
2-1､5-5 

15 

災害時受

援計画によ

る対応 重 

災害時受援計画を策定し、職員に対

して計画の習熟を図る。 防 災 対 策

課 

2-2､2-5 

8-1､8-2 

16 

帰宅困難

者用備蓄品

の整備 

避難者の備蓄品と同様に、帰宅困難

者用の備蓄品を整備する。 
防 災 対 策

課 
2-4 

17 
衛生用品

等の備蓄 

被災者支援体制を強化するため、マ

スクや消毒液等の備蓄を拡充する。 
防 災 対 策

課 
2-6 

18 
災害用ト

イレの備蓄 

1 基／50 人を基準として簡易トイ

レを整備する。 

防 災 対 策

課 
2-6 

19 

業務継続

計画 <震災

編 >による

対応 重 

継続的に見直しを行うとともに、職

員に対して計画の習熟を図る。 防 災 対 策

課 
3-1 
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【用語解説】 

あ行 

・ アクションプラン 

  政策、企画等を実施するための行動計画、具体的な施策 

 

・ 一時滞在施設 

  災害時に帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者を一時的  

に受け入れる施設 

 

・ L アラート 

  地方公共団体等が発する災害関連情報等を集約し、テレビ、ラジオ、携帯 

電話、インターネット等の多様なメディアを通じて、一括配信するシステム 

 

か行 

・ 感震ブレーカー 

  地震の大きな揺れを感知したとき、ブレーカーを落とす等して電気を自 

動遮断し、停電が復旧した際に発生する電気火災の防止効果を有する装置 

 

 ・ 緊急輸送道路 

   大規模な地震が起きた場合における避難・救助、物資の供給、諸施設の復  

旧など広範な応急対策活動を広域的に実施するために指定された道路 

  

 ・ 高規格幹線道路 

   自動車が高速で走れる構造で造られた自動車専用道路のことを指し、「高

速自動車国道」及び「一般国道の自動車専用道路」のこと 

 

さ行 

 ・ サプライチェーン 

   製造業において、原材料調達・生産管理・物流・販売までを一つの連続し

たシステムとして捉えたときの名称 

 

 ・ 冗長性 

   余分な部分が付加されていたり、また、それにより機能の安定化が図られ

ていること。特にコンピューターネットワークでは、情報を伝達する際に、

情報が必要最小限よりも数多く表現されていることで、これにより安定的

な情報伝達を行うことが可能 



81 

 

 ・ 自立・分散型エネルギー 

   地域において、コージェネレーション、燃料電池、再生可能エネルギー等  

を最大限活用し、災害時等に大規模電源等からの供給に困難が生じた場合

でも、自立的に一定のエネルギー供給を確保できる分散型のエネルギーシ

ステムのこと 

 

た行 

 ・ 大規模盛土造成地 

   盛土造成地のうち次のいずれかの要件を満たすもの 

  ① 盛土の面積が 3000㎡以上（谷埋め型大規模盛土造成地） 

  ② 盛土する前の地盤面の水平面に対する角度が 20度以上で、かつ盛土の

高さが 5ｍ以上（腹付け型大規模盛土造成地） 

 

 ・ 土砂災害警戒区域 

   土砂災害が発生した場合に、生命または身体に危害が生じるおそれがあ

ると県が指定した区域（防災マップ参照） 

 

な行 

 ・ 内水 

   河川や海などの公共の水域等に雨水を排水できないことによる出水のこ 

  と 

 

 は行 

 ・ 被災建築物応急危険度判定 

   大地震により、被災した建築物を調査し、人命にかかわる二次的災害を防

止するために、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガ

ラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することであり、判定結果

は建築物の見やすい場所に表示 

 

 ・ 被災建築物応急危険度判定士 

   千葉県が開催する「応急危険度判定士認定講習会」を受講し、知事の認定

を受けた者 
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 ・ 被災宅地危険度判定 

   大地震等により、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合、二次災害を軽

減・防止し、住民の安全の確保を図るため、現地踏査により、宅地の被災状

況を調査し、変状項目ごとの配点から危険度を判定することであり、判定結

果は見やすい場所に表示 

 

 ・ 被災宅地危険度判定士 

   一定の資格・経験を有する土木又は建築技術者で「被災宅地危険度判定士

養成講習会」を受講し、知事の登録を受けた者 

 

 ・ ＢＣＰ 

   ＢＣＰとは業務継続計画（Business Continuity Plan）の略称であり、災

害発生時に、利用できる資源（人、物、情報及びライフライン等）に制約が

ある状況下において、応急対策業務、継続性の高い通常業務及び優先度の高

い復旧業務を特定するとともに、災害時優先業務の業務継続に必要な資源

の確保・配分や、そのための手続きの簡素化、指揮命令系統の明確化等につ

いて必要な措置を講じることにより、大規模な災害時にあっても、適切な業

務執行を行うことを目的とした計画 

 

 ・ 避難行動要支援者 

   高齢者、障害者、乳幼児等の災害時に特に配慮を要する者（要配慮者）の  

うち、災害発生時の避難等に特に支援を要する者 

 

 ・ 福祉避難所 

   一般の指定避難所での避難生活が困難な要配慮者を受け入れ、適切な支  

援を行いながら保護する目的で市町村が事前に指定した施設 

 

 ・ 防災行政無線 

   災害時等において地域住民へ迅速に情報を伝達するための一斉放送装置 

  


